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第一部 【企業情報】

 

第１ 【企業の概況】

 

１ 【主要な経営指標等の推移】

提出会社の状況

 

回次 第24期 第25期 第26期 第27期 第28期

決算年月 平成22年３月 平成23年３月 平成24年３月 平成25年３月 平成26年３月

売上高 (千円) 2,825,589 2,874,871 3,213,246 3,181,887 3,263,218

経常利益 (千円) 514,654 610,835 646,126 725,186 467,457

当期純利益 (千円) 327,916 322,046 218,824 873,551 539,519

持分法を適用した場合
の投資利益

(千円) ― ― ― ― ―

資本金 (千円) 686,296 686,296 686,296 686,296 686,296

発行済株式総数 (株) 20,892 20,892 20,892 20,892 2,089,200

純資産額 (千円) 896,345 1,218,324 1,437,349 2,310,943 2,829,602

総資産額 (千円) 10,333,402 10,629,336 10,340,305 10,544,239 8,927,148

１株当たり純資産額 (円) 42,903.78 58,315.38 68,799.05 1,106.14 1,354.40

１株当たり配当額
(内、１株当たり
中間配当額)

(円)
― ― ― 10 12

(―) (―) (―) (―) (―)

１株当たり
当期純利益金額

(円) 15,695.81 15,414.81 10,474.10 418.13 258.24

潜在株式調整後１株
当たり当期純利益金額

(円) ― ― ― ― ―

自己資本比率 (％) 8.7 11.5 13.9 21.9 31.7

自己資本利益率 (％) 44.8 30.5 16.5 46.6 21.0

株価収益率 (倍) 2.4 2.7 4.5 1.9 3.8

配当性向 (％) ― ― ― 2.4 4.6

営業活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 89,594 107,825 156,794 264,366 58,771

投資活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 29,235 △586,258 △4,740 △5,743 3,621,978

財務活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △251,329 470,829 △147,311 △144,740 △1,795,268

現金及び現金同等物
の期末残高

(千円) 94,513 86,910 91,653 205,536 2,091,017

従業員数
〔外、平均臨時
雇用者数〕

(名)
230 250 260 250 232

〔47〕 〔59〕 〔77〕 〔62〕 〔60〕
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(注) １ 当社は連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移については記

載しておりません。

２ 売上高には、消費税等は含まれておりません。

３ 当社は関連会社を有していないため、持分法を適用した場合の投資利益は記載しておりません。

４ 潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため、記載しておりません。

５ 従業員数欄の〔外書〕は、臨時従業員の年間平均雇用人員数（１日８時間換算）であります。

６ 平成25年10月１日付で普通株式１株につき100株の割合で株式分割を行っております。第27期の期首に当該

株式分割が行われたと仮定し、１株当たり純資産額、１株当たり配当額、１株当たり当期純利益金額を算定

しております。
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２ 【沿革】

当社は、当初親会社でありました東日本観光開発株式会社が昭和61年に光ハイツ・ヴェラス石山１号館(居室数56

室)を建設し、高齢者向けの有料老人ホームの企画、販売を開始したことにより始まります。その後同社の有料老人

ホーム事業が別法人化され、昭和62年４月、当社の設立に至りました。

当社設立以後の経緯は、次のとおりであります。

昭和62年４月 東日本観光開発㈱より分離独立し、資本金２千万円で㈱光ハイツ・ヴェラスを設立

(社)全国有料老人ホーム協会に加盟し、正会員となる

昭和62年10月 光ハイツ・ヴェラス石山２号館(53室)を竣工し、総居室数109室となる

平成２年４月 光ハイツ・ヴェラス月寒公園(58室)を竣工し、総居室数167室となる

平成４年９月 光ハイツ・ヴェラス石山２号館増築棟(14室)を竣工し、総居室数181室となる

平成６年９月 ㈱秋山愛生舘と市民生協コープさっぽろが資本参加し、資本金８千万円となる

(出資比率：㈱秋山愛生舘37.5％ 市民生協コープさっぽろ37.5％)

平成６年11月 光ハイツ・ヴェラス藤野A棟、C棟(55室)を竣工し、総居室数236室となる

平成７年４月 資本金７千万円となる

平成８年５月 光ハイツ・ヴェラス藤野B棟(91室)を竣工し、総居室数327室となる

平成９年10月 ㈱秋山愛生舘が５千万円出資し、資本金１億２千万円となる

市民生協コープさっぽろの保有する当社株式600株を㈱秋山愛生舘が譲受し、親会社が㈱秋山愛

生舘となる(出資比率91.7％)

平成10年２月 ㈱秋山愛生舘と㈱スズケンが合併、親会社が㈱スズケンとなる(出資比率91.7％)

平成11年３月 ㈱スズケンが当社全株式を取得し100％親会社となる

平成12年４月 介護保険法施行にともない、全施設が特定施設入所者生活介護事業者の指定を受ける

石山施設が居宅介護支援事業者の指定を受ける

平成13年２月 ㈱スズケンより当社全株式が㈱メデカジャパンに譲渡され、親会社が㈱メデカジャパンとなる

平成15年６月 光ハイツ・ヴェラス琴似アカシア館(介護専用棟：62室)を竣工し、総居室数389室となる

平成15年11月 光ハイツ・ヴェラス琴似ポプラ館(一般居室北棟：100室)を竣工し、総居室数489室となる

平成16年９月 光ハイツ・ヴェラス琴似ポプラ館(一般居室南棟：120室)を竣工し、総居室数609室となる

平成18年４月 介護保険法改正にともない、全施設が介護保険上の介護予防特定施設事業所の指定を受ける

平成18年７月 光ハイツ・ヴェラス真駒内公園ポプラ館(一般棟：116室)、アカシア館(介護専用棟：49室)を竣

工し、総居室数774室となる

平成18年９月 第三者割当増資を実施し、資本金３億円となる

㈱メデカジャパンの持分法適用関連会社となる(出資比率22.7％)

平成18年11月 光ハイツ・ヴェラス真駒内公園アカシア館全49室のうち16室を８室に改修変更して41室とし、総

居室数766室となる
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平成19年２月 札幌証券取引所アンビシャス市場に株式を上場、資本金４億8,630万円となる

平成20年８月 第三者割当増資を実施し、資本金６億3,000万円となる

平成21年３月 株式会社かわぞえと業務提携基本合意の締結をする

平成21年３月 適合高齢者専用賃貸住宅ヴェラス・クオーレ小樽(居室数59室)をオープンし、総居室数825室と

なる

平成21年３月 第三者割当増資を実施し、資本金６億8,629万6,800円となる 筆頭株主が藤井伸一氏となる(出

資比率51.5％)

平成21年３月 ㈱メデカジャパンの出資比率が10.8％となり、持分法適用関連会社から外れる

平成21年４月 光ハイツ・ヴェラス石山・月寒公園・藤野の３施設が琴似・真駒内公園施設同様に入居時要介護

認定者の受け入れを開始する

平成21年５月 ㈱メデカジャパンの保有する当社株式2,135株を藤井伸一氏が全株取得する

(出資比率61.7％)

平成21年７月 ㈱加ト吉の保有する当社株式680株を藤井伸一氏が全株取得する(出資比率64.9％)

平成23年３月 佐々木建設㈱の有料老人ホーム事業を譲受、ヴェラス・クオーレ山の手(居室数59室)として運営

開始し、総居室数884室となる

平成23年７月 ㈱とんでんの住宅型有料老人ホーム事業を譲受、ヴェラス・クオーレ札幌北(居室数126室)とし

て運営開始し、総居室数1010室となる

平成25年４月 介護付有料老人ホーム６施設の不動産を流動化し、IHC Japan First特定目的会社に譲渡の上、

６施設の土地・建物の賃借を開始する
 

(総居室数には体験入居室が含まれています)
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３ 【事業の内容】

事業の概要について

当社は、北海道において、高齢者を対象とし、有料老人ホームおよびサービス付き高齢者向け住宅の設置、運

営、管理を主たる業務として展開しております。当事業年度末現在、札幌市内に介護付有料老人ホーム６施設、住

宅型有料老人ホーム１施設、および小樽市内にサービス付き高齢者向け住宅１施設を展開しております。

当社には子会社はありません。

当社の事業内容の詳細は次のとおりであります。

(1) 介護付有料老人ホーム事業

当社は、札幌市内に光ハイツ・ヴェラス石山、光ハイツ・ヴェラス月寒公園、光ハイツ・ヴェラス藤野、光ハイ

ツ・ヴェラス琴似、光ハイツ・ヴェラス真駒内公園およびヴェラス・クオーレ山の手の６施設を運営しています。

施設の土地、建物は当社が所有しておりましたが、平成25年４月25日に流動化し、同時に賃貸借契約に変更してお

ります。

有料老人ホームとは、老人福祉法に「入浴、排泄もしくは食事の介護、食事の提供またはその他の日常生活上必

要な便宜をする事業を行なう施設」と定義されております。また、その開設基準は有料老人ホーム設置運営指導指

針に基づいており、平成23年度までは北海道に届出しておりましたが、平成24年４月以降は政令指定都市である札

幌市に届出ております。

介護付有料老人ホームとは、介護保険の「特定施設入居者生活介護」の指定を受けた施設であり、介護認定者に

対して、食事・入浴・排泄などの身体介護や、掃除・洗濯などの生活援助をはじめ、健康相談やリハビリ・レクリ

エーションなどの介護サービスを、24時間体制で介護スタッフが常駐して提供するタイプの有料老人ホームです。

６施設は全て、介護保険サービスを当社の職員により行う「一般型特定施設入居者生活介護(介護予防)」の指定を

北海道より受けております。

入居条件は、石山、月寒公園、藤野、琴似、真駒内公園の５施設が入居時自立・要支援・要介護で、山の手は入

居時要支援・要介護です。入居費用については、月寒公園、琴似、真駒内公園、山の手については入居一時金方

式、石山、藤野については入居一時金方式および月払方式が選べます。入居一時金方式とは、入居者は入居時に前

払い家賃を一括、一部月払併用方式または月払方式で支払うことで、所定の償却期間終了後も契約終了するまで居

住し続けられる仕組みです。また、ご入居者は、居住部分と介護や生活支援等のサービス部分の契約が一体となっ

ている利用権を得ます。

介護サービスについては、特に光ハイツ・ヴェラス琴似、および光ハイツ・ヴェラス真駒内公園に、介護居室の

みの介護専用棟を併設し、看護師24時間常駐体制を取っております。また同２施設においては、１階に併設された

内科等のクリニックと連携した介護サービスを提供しております。

 

(2) 住宅型有料老人ホーム事業

当社は札幌市北区に住宅型有料老人ホーム、ヴェラス・クオーレ札幌北を運営しております。同施設の土地・建

物は賃借です。

住宅型有料老人ホームとは、生活サービスが付いた居住施設で、介護が必要になった場合は入居者自身の選択に

より、外部の介護サービスを受けて暮らすことができる施設です。その開設基準は有料老人ホーム設置運営指導指

針に基づき、平成23年度までは北海道に届出をしておりましたが、平成24年４月以降は札幌市に届出をしておりま

す。利用料は、家賃、月額費用月払い方式としております。ご入居者は居住部分と介護や生活支援等のサービス部

分の契約が一体となっている利用権を得ます。

当施設内には居宅介護事業者がテナントとして事務所を設置し、訪問介護サービスおよびディサービス事業を行

なっておりますので、要介護のご入居者は、各自契約を締結して同事業所をご利用いただくことができます。当社

は、事務職員、看護職員、介護職員、機能訓練指導員、生活相談員を配置し、24時間、食事提供、生活支援サービ

ス、見守りや介護保険サービス以外の介護サービスを提供しております。

 

(3) サービス付き高齢者向け住宅事業

当社は小樽市中心部にヴェラス・クオーレ小樽を運営しております。平成21年３月に適合高齢者専用賃貸住宅と

して開設しましたが、平成23年度の「高齢者の居住の安定確保に関する法律」の改正により申請変更しました。同

施設の土地・建物は賃借です。

サービス付き高齢者向け住宅とは、高齢者の居住安定確保に関する法律等を一部改正する法律(改正高齢者住ま

い法)にもとづき、国土交通省により創設された制度事業です。当社は生活支援サービス、食事サービス、介護

サービスを提供しており、入居費用は、家賃および月額費用月払い方式としております。
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ヴェラス・クオーレ小樽は２階、３階が小樽市指定地域密着型特定施設入居者生活介護、４階から６階が北海道

特定施設入居者生活介護(介護予防)の指定を受けており、当社の看護師・介護スタッフが常駐し、24時間体制の介

護サービスを提供しております。

 

平成26年３月31日現在、当社が運営しております施設は下表の通りです。

 

開設年月 名称 所在地 居室数 類型 介護保険の指定

昭和62年10月
光ハイツ・ヴェラス
石山

札幌市南区 一般居室 119室
介護付有料老人
ホーム

特定施設(介護予防)

平成２年４月
光ハイツ・ヴェラス
月寒公園

札幌市豊平区 一般居室 58室
介護付有料老人
ホーム

特定施設(介護予防)

平成６年11月
光ハイツ・ヴェラス
藤野

札幌市南区 一般居室 144室
介護付有料老人
ホーム

特定施設(介護予防)

平成15年６月
光ハイツ・ヴェラス
琴似

札幌市西区
一般居室 219室
介護居室 62室

介護付有料老人
ホーム

特定施設(介護予防)

平成18年７月
光ハイツ・ヴェラス
真駒内公園

札幌市南区
一般居室 116室
介護居室 42室

介護付有料老人
ホーム

特定施設(介護予防)

平成21年３月
ヴェラス・クオーレ
小樽

小樽市 介護居室 59室
サービス付き高
齢者向け住宅

地域密着型特定施設
(29室)

特定施設(介護予防)
(30室)

平成23年３月
ヴェラス・クオーレ
山の手

札幌市西区 介護居室 59室
介護付有料老人
ホーム

特定施設(介護予防)

平成23年７月
ヴェラス・クオーレ
札幌北

札幌市北区 介護居室 126室
住宅型有料老人
ホーム
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当社の事業の系統図は次のとおりであります。

　

 

 

４ 【関係会社の状況】

該当事項はありません。

 

５ 【従業員の状況】

(1) 提出会社の状況

平成26年３月31日現在

従業員数(名) 平均年齢(歳) 平均勤続年数(年) 平均年間給与(円)

 232〔60〕 49.1 5.1 3,216,974
 

(注) １ 従業員数は就業人員であり常用パートを含んでおります。

２ 平均年間給与は、賞与および基準外賃金を含んでおります。

３ 従業員数欄の〔外書〕は、臨時従業員の年間平均雇用人員数(１日８時間換算)であります。

 

(2) 労働組合の状況

当社には、労働組合(光ハイツ・ヴェラスユニオン)があり、札幌中小労連・地域労働組合に加盟しております。

平成26年３月31日現在の組合員数は31名であります。

なお、労使関係については円滑な関係にあり、特記すべき事項はありません。
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第２ 【事業の状況】

 

１ 【業績等の概要】

(1) 業績

当事業年度におけるわが国経済は、政府の経済政策を背景に、円安や株価の上昇傾向が続き、緩やかな景気の回

復基調となりました。しかし、海外景気の下振れリスクや消費税増税後の景気後退が懸念され、先行き不透明な状

況が続いております。

当社の事業環境としましては、平成23年10月に制度化された「サービス付き高齢者向け住宅」（以下「サ付き住

宅」という）は、住宅供給促進支援措置として新設住宅には補助金交付制度や、税制優遇等の供給促進策が後押し

となり、事業年度末迄に北海道内で約280施設、10,400室超の登録がされております。その内、開設済みの施設は

約240施設8,700室に上りました。また、当事業年度内において新規開設されたサ付き住宅は、北海道内で約100施

設、3,700室となり、札幌市内においては約40施設1,700室が開設されました。これら、サ付き住宅の急速な開設

は、介護職員の獲得競争に発展し、人材確保は困難な状況となっております。業種を問わず人材不足は全国的な問

題に発展しており、高齢者介護事業は入居者確保だけでなく、人材獲得も含めて益々競争が激化いたしました。

 このような状況のもと、当社は平成25年４月25日に当社の介護付有料老人ホーム６施設にかかわる不動産を、

ＩＨＣ Ｊａｐａｎ Ｆｉｒｓｔ 特定目的会社に譲渡し、同時に同社との間で30年間の普通建物賃貸借契約を締結

いたしました。これにより当社の懸案でありました財務基盤の強化、安定を実現すると共に不動産勘定のオフバラ

ンスにより、不動産保有に伴う減損処理のリスクの問題を解消することができました。

不動産の流動化に伴い、当事業年度におきましては６施設の支払賃料が発生したことにより、売上原価が前事業

年度比377,088千円増加し、営業利益が同288,976千円減少しましたが、不動産の譲渡益163,231千円並びに建物に

係る修繕引当金の取り崩し益318,829千円を特別利益として計上いたしました。

当事業年度における営業活動につきましては、札幌市内の入居一時金方式の介護付有料老人ホーム６施設（光ハ

イツ・ヴェラス５施設およびヴェラス・クオーレ山の手、全819室）、月額家賃方式の住宅型有料老人ホーム１施

設(ヴェラス・クオーレ札幌北、126室)、および小樽市のサ付き住宅１施設（ヴェラス・クオーレ小樽、59室）の

個々の特徴を生かし、新規入居契約の推進に全社を挙げて取り組みました。その結果、全施設平均の期末入居率は

96％を確保することができました。

以上の結果、当事業年度における売上高は3,263,218千円(前事業年度比2.56％増)となり、営業利益495,864千円

(同36.82％減)、経常利益467,457千円(同35.54％減)、当期純利益539,519千円(同38.24％減)となりました。

 

(2) キャッシュ・フローの状況

当事業年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は2,091,017千円(前事業年度比917.35％増)

となりました。

当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

当事業年度において、営業活動によるキャッシュ・フローは58,771千円(同77.77％減)の資金収入となりまし

た。その主な要因は修繕引当金および減価償却費の減少によるものです。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

当事業年度において、投資活動によるキャッシュ・フローは3,621,978千円(前事業年度より3,627,721千円の

収入増)の資金収入となりました。その主な要因は有形固定資産の売却よる収入であります。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

当事業年度において、財務活動によるキャッシュ・フローは1,795,268千円(前事業年度より1,650,528千円の

支出増)の資金支出となりました。その主な要因は長期および短期借入金の返済による支出であります。
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当社のキャッシュ・フロー関連指標の推移は下記のとおりであります。

 

 平成22年３月期 平成23年３月期 平成24年３月期 平成25年３月期 平成26年３月期

自己資本比率(％) 8.7 11.5 13.9 21.9 31.7

時価ベースの
自己資本比率(％)

7.7 8.3 9.5 15.8 23.1

キャッシュ・フロー
対有利子負債比率
(年)

17.1 18.8 12.2 6.9 1.2

インタレスト・カバ
レッジ・レシオ(倍)

0.8 1.3 2.0 3.5 1.5
 

自己資本比率：自己資本／総資産

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／キャッシュ・フロー

インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い

(注) １ 株式時価総額は自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しています。

２ キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しています。利払いにつきましては、キャッ

シュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。

３ 有利子負債は貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象としてい

ます。

 

２ 【生産、受注及び販売の状況】

当社は、有料老人ホームおよびサービス付き高齢者向け住宅の設置、運営、管理等のサービス提供の事業を行って

おります。但し、現在のところサービス付き高齢者向け住宅事業につきましては、売上収益の全体における割合が少

額のため、セグメントごとの記載は行っておりません。

(1) 生産実績

該当事項はありません。

 

(2) 受注実績

該当事項はありません。

 

(3) 販売実績

当事業年度における販売実績は、次のとおりであります。

 

区分
当事業年度

(自 平成25年４月１日
至 平成26年３月31日)

 販売高(千円) 前年同期比(％)

有料老人ホーム事業およびサービス付き高齢者向け住宅事業 3,263,218 102.6

 うち介護保険報酬 1,070,188 106.0
 

(注) １ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

２ 主な相手先別に対する販売実績は、いずれの相手先についても、販売実績の総販売実績に対する割合が100

分の10未満のため、記載を省略しております。
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３ 【対処すべき課題】

当社は、以下の経営方針を定め、取り組んでまいります。

(1) 経営の基本方針

当社は、北海道の有料老人ホーム業界におけるリーディングカンパニーとして、創業当初からの「人生100年の

理想郷づくり」という経営理念のもとに、ご高齢者が快適に、終生お住まいいただける良質な住宅、生活支援、医

療との連携が取られた介護サービスを提供する事業を通して、地域の高齢社会への貢献度の高い事業を展開しま

す。当社は法令を順守し、ご入居者とともに施設の円滑な運営を行い、ご入居者に安心してお住まいいただけるよ

う、健全な財務体質の構築とその強化に努めます。

 

(2) 目標とする経営指標

当社は、ご入居者に終生安心してお住まいいただけるよう、また、より安定した経営を継続していくため、施設

の平均入居率は95％以上を確保することを経営指標としております。また、ご入居者の高齢化の進行により、介護

居室の確保の課題があります。そのため、１年に1棟のペースで新施設を開設することを目指します。それにより

介護居室を確保するとともに、当社の施設運営規模の安定的な拡大を図ります。

 

(3) 中長期的な会社の経営戦略

当社は、ご高齢者が安心してお住まいいただける住まいの提供を通じて高齢社会に貢献しながら、継続して成長

し続けるため、以下の取り組みを行ってまいります。

① 既存施設の空室の入居促進に全社を挙げて取り組み、全施設平均95％以上の入居率確保を目指します。

② 介護付有料老人ホームは、札幌市の規制緩和後積極的に開設するべく、準備してまいります。

③ 定員50名から100名規模の高齢者向け住宅を、「光ハイツ・ヴェラス」または「ヴェラス・クオーレ」シリー

ズとして、１年に１棟のペースで開設を進めます。新施設は入居一時金方式および月額家賃方式とし、居宅介護

事業所を併設します。

④ 医療と介護の連携体制を強化し、ご入居者の安心と安全の強化された施設運営体制をつくります。

⑤ 既存施設ご入居者の高齢化に伴うニーズにお応えするため、介護居室の増設を行います。

⑥ 効率的な施設運営に取り組み、コストコントロールを推進します。

 

(4) 対処すべき課題

① 経営の健全性の確保

当社の経営基盤強化の達成目標として、繰越利益剰余金の健全化を掲げておりましたが、当事業年度において

実施いたしました不動産流動化により、財務基盤を強化いたしました。当事業年度末で1,188,716千円の繰越利

益を計上しましたが、当社は引き続き次事業年度も安定的な収益の確保に努めて参ります。

 

② 優秀な人材の確保

当社が、北海道の有料老人ホーム業界におけるリーディングカンパニーであり続けるためには、ご入居者への

良好なサービス提供をベースにし、全施設における介護の質の向上と医療との更なる連携強化に対応できるよう

にすることが課題です。そのためには、優秀な人材の確保と育成が必要不可欠です。サ付き住宅の急増、それに

伴う居宅介護事業所の増加などにより、介護担当の人材の確保が大変に厳しい状況が続くものと思われます。人

材確保が難しい中で質の高い人材の採用を積極的にすすめるために、介護職員の処遇改善や、労働環境の整備、

魅力ある職場作りと風通しのよい人間関係の構築という社内環境整備が問われております。また、各種研修の実

施、資格取得のサポート、社内での事例研究発表会の実施や社外での発表の場への積極参加など、組織的な研修

体制を組み、情報共有および全体でのレベルアップを図っております。

 

当社は、財務および事業の方針の決定を支配する者のあり方に関する基本方針を定めており、その内容は以下の

とおりです。

当社は、当社の財務および事業の方針の決定を支配する者としてのあり方は、当社の企業価値ひいては株主共同

の利益の確保・向上に資する者が望ましく、その判断は最終的には会社の株主様全体の意思に基づき決定されるべ

きものであると考えます。そのためには株主の皆様には十分に情報が提供されたうえで、その適切な判断がなされ

る環境を当社が整えるべきであると考えております。

EDINET提出書類

株式会社光ハイツ・ヴェラス(E05670)

有価証券報告書

11/65



当社は、当社の企業価値・株主共同の利益を確保・向上させる大量買付け行為であるか否かについて、株主様が

その提案やそれに対する当社の現経営陣の経営方針等について十分な情報を得たうえで、適切な判断を下すことが

好ましいと考えますし、また、当社の企業価値・株主共同の利益に反するおそれのある大量買付けや株主による適

切な判断が困難な方法で大量買付けを行う者は、当社の財務および事業の方針の決定を支配する者として適当でな

いと考えております。

当社は、当社株式の大量買付け行為があった場合、その大量買付者に対して積極的に情報開示を要求し、株主の

皆様が適切な判断を行うため、当社取締役会の意見および情報と時間の確保に努めると共に、適切な対応を行って

まいります。

 

４ 【事業等のリスク】

以下において、当社事業展開上のリスク要因になる可能性があると考えられる主な事項を記載しております。ま

た、当社として必ずしも事業上のリスクとは考えていない事項についても、投資判断上および当社の事業活動を理解

する上で重要と考えられる事項については、投資者に対する積極的な情報開示の観点から記載しております。当社

は、これらのリスクの発生可能性を認識した上で、発生の回避及び発生した場合の対応に努める方針でありますが、

本株式に関する投資判断は、本項及び本書中の本項以外の記載内容も併せて、慎重に検討した上で行われる必要があ

ります。

(1) 当社の収益構造について

当社のような終身利用を保証した有料老人ホーム事業では、入居契約時に入居一時金および介護等一時金を受領

します。この利用権方式による入居一時金および介護等一時金は、入居契約書に従い、入居時に一定割合を収益計

上し、残額を返還する期間の定めに応じて収益計上しております。当事業年度末現在、入居時償却率は５％～

15％、一般棟の返還対象期間は７年～15年、介護専用棟の返還対象期間は３年～７年となっております。

収益構造としましては、入居一時金により営業活動によるキャッシュ・フローは増加しますが、売上は一時金収

入の全てを一括して計上するのではなく、分割して売上高に計上していく構造となっております。

従って、入居者が退去する際には未償却金額部分に関して返還義務が発生するため、集中して多数の退去者が発

生した場合には、当社の業績に影響を与える可能性があります。

なお、当社は平成25年４月25日に介護付有料老人ホーム６施設の不動産を譲渡し、譲渡先と30年間の賃貸借契約

を締結しました。不動産売却額のうち、銀行借入金返済及び敷金等を除いた資金により未償却金額は銀行預金とし

て確保され、入居者の大量退去によるキャッシュフローの悪化のリスクは解消されており、また、銀行借入金返済

リスクもなくなっております。

しかし、当社にとり、安定継続的に施設を賃借・運営できる反面、新規入居が進まず、入居率が大きく低下した

場合や、介護保険報酬等の収入が減少した場合、建物賃貸借契約に基づく運営が困難となり、業績に影響を及ぼす

可能性があります。

 
(2) 介護保険法、その他関係法令等について

当社の有料老人ホームおよび高齢者向け住宅の運営にあたっては、「指定介護保険特定施設サービス事業者」お

よび「指定介護保険地域密着型サービス事業者」として札幌市および小樽市より指定を受けると共に、厚生労働省

令に指定される「札幌市有料老人ホーム設置運営指導指針」に基づき適正な運営を行っております。また、平成21

年より介護保険法によりコンプライアンス、法令遵守の体制整備を目的とした「業務管理体制の整備」が求められ

ております。その他、老人福祉法、消防法等関係法令を含め、当社事業は法的枠組みの中で適正な運営が求められ

ておりますが、万一これらの運営に問題があり、監督官庁等からの指定の取り消し、または更新が受けられない等

の事象が発生した場合、開設計画への影響や、当社に対する信用の失墜等による入居率の低下等が想定され、当社

の業績に大きな影響を与える可能性があります。
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(3) 介護報酬の改訂について

平成24年４月より介護報酬が改訂され「介護職員処遇改善交付金」が介護報酬本体に組み込まれ、実質的にはわ

ずかながらマイナス改訂となりました。３年ごとに今後の更なる報酬改定や支給限度額等が変更される可能性があ

りますが、介護サービスへの規制が強化された場合には、当社の事業採算性に大きく影響を与える可能性がありま

す。

 

(4) 市場競争について

サ付き住宅事業につきましては、建物建築費に対する補助金制度や固定資産税等の軽減等の税制優遇措置など、

供給促進の施策がとられ、現在も新規開設が続いており、競争が高まってきております。従いまして、今後当社の

業績はその影響を受ける可能性があります。関連して、当社の事業活動のために優秀な介護職員の確保が必須条件

となりますが、人材獲得競争による採用の困難さから職員の配置に困難が生じた場合、当社の業績に影響を受ける

場合があります。

 

(5) 大規模災害や感染症、介護事故について

当社の事業は、高齢者に対するサービスであることから、地震、台風、大雨、大雪などの災害時やインフルエン

ザ等の感染症流行時のサービスの提供方法や、施設内の安全衛生管理および介護事故等を未然に防止するための管

理には万全を期し、規程、マニュアル等も整備し、細心の注意を払っております。しかしながら、大災害の発生や

当施設内において多数の入居者の急な体調の悪化、感染症の集団発生やその他事故等が発生した場合には、当社の

信用が低下し、入居率の低下を招いたり、退去による多額の返還金債務等のための費用が発生することにより、当

社の業績に影響を与える可能性があります。

 

(6) 顧客情報の管理について

当社は、施設入居者等についての多くの個人情報を保有しております。当社では、これらの個人情報の取扱いに

際し、プライバシー・ポリシーを定め、個人情報の管理に関する規程等を整備し、運用の徹底を図ることにより、

個人情報が漏洩することのないよう留意しております。しかしながら、不測の事態により個人情報の管理に問題が

発生した場合は、当社の社会的信用が低下し、入居率の低下を招いたり、損害賠償請求が提訴される等、当社の事

業展開および業績に影響を与える可能性があります。

　

(7) 医療との連携について

当社は、協力医療機関との連携により、通院困難な施設入居者（要介護認定者）に対する訪問診療を受けており

ます。今後、医療制度や診療報酬の減額改定等により協力医療機関の連携が困難になった場合、訪問診療の中止、

医療機関の撤退も考えられます。当社施設において訪問診療が受けられなくなった場合、通院困難者の通院送迎が

大幅に増加し、そのための人材確保、送迎車両の増車、人件費、付帯経費の増加により、当社の業績に影響を与え

る可能性があります。
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５ 【経営上の重要な契約等】

当社は、平成25年４月25日、当社の所有する介護付有料老人ホーム６施設の固定資産の譲渡並びに建物賃貸借契約

の締結を取締役会で決議し、同日、IHC Japan First特定目的会社に売却譲渡し、同時に同社との間で建物賃貸借契

約を締結しました。

１．譲渡の理由

当社は、有料老人ホーム等合計８施設の運営を行っておりますが、そのうち介護付有料老人ホーム６施設につき

ましては、当社で土地建物を所有しておりました。今般、当該６施設につきまして、IHC Japan First特定目的会

社に売却譲渡すると同時に、同社との間で建物賃貸借契約を締結し、不動産の流動化を実施しました。本件不動産

流動化は、財務体質の強化、新しい経営展開の基盤構築及び入居一時金の返還財源の確保を主たる目的として実施

したものです。

第一に、本件不動産流動化により、売却対象である６施設は当社の不動産勘定からオフバランス化（資産負債か

らの除去）され、貸借対照表のスリム化をはじめとする財務体質の強化を図ることが可能となりました。また、不

動産を保有することに伴う減損リスクから解放されるとともに、不動産の維持管理コストの削減というメリットを

享受することも可能となりました。

第二に、譲渡先であるIHC Japan First特定目的会社の実質的な運営母体である、シンガポール大手の医療サー

ビス・開発企業であるHealthway Medical Development Private Limitedとの間で協力関係を構築し、新たな経営

基盤を構築することが可能となりました。

第三に、本件不動産流動化により不動産を自己所有から賃借に切り替えることにより、入居一時金相当額を現金

化し、銀行預金の形態で入居一時金の返還財源を確保することが可能となりました。

なお、譲渡する当該６施設の運営に関しましては、IHC Japan First特定目的会社との間の30年の建物賃貸借契

約に基づき、これまで通り当社が継続して行います。

 
２．譲渡先の名称等

 名称　　　　　　ＩＨＣ　Ｊａｐａｎ　Ｆｉｒｓｔ　特定目的会社

 住所　　　　　　東京都港区西麻布二丁目24番11号　麻布ウエストビル１階

 
３. 譲渡した資産の内容

　詳細は、第３［設備の状況］１［設備投資等の概要］をご参照ください。

 
６ 【研究開発活動】

該当事項はありません。

 

７ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1) 重要な会計方針および見積り

当社の財務諸表は、我が国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成されております。こ

の財務諸表の作成に当たりましては、「第５ 経理の状況 重要な会計方針」に記載されているとおりでありま

す。

 

(2) 財政状態の分析

当事業年度末の資産につきましては、総資産が前事業年度末に比べ1,617,091千円減少の8,927,148千円(前事業

年度比15.34％減)となりました。

流動資産は、前事業年度末に比べ6,838,859千円増加の7,487,107千円(同1,054.98％増)となりました。その主な

要因は不動産流動化による現金及び預金の増加によるものであります。また、固定資産は、前事業年度末に比べ

8,455,951千円減少の1,440,040千円(同85.45％減)となりました。その主な要因は不動産流動化による有形固定資

産の減少によるものであります。
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負債につきましては、前事業年度末に比べ2,135,750千円減少の6,097,546千円(同25.94％減)となりました。

流動負債は、前事業年度末に比べ223,214千円減少の1,637,634千円(同12.00％減)となりました。その主な要因

は短期借入金および一年以内返済予定の長期借入金の減少によるものです。また、固定負債は、前事業年度末に比

べ1,912,535千円減少の4,459,911千円(同30.01％減)となりました。その主な要因は長期借入金および修繕引当金

ならびに長期入居金預り金の減少によるものであります。

純資産につきましては、前事業年度末と比べ518,659千円増加の2,829,602千円(同22.44％増)となりました。そ

の主な要因は繰越利益剰余金の増加によるものであります。

 

(3) 経営成績の分析

当事業年度における売上高は、3,263,218千円(前事業年度比2.56％増)となりました。その主な要因は、要介護

者の増加に伴い介護保険売上が増加したことによるものです。

売上原価は、2,534,072千円(同17.48％増)でした。その主な要因は、不動産の流動化により家賃が発生したこと

によるものです。

販売費及び一般管理費は233,281千円(同2.82％減)でした。その主な要因は本社の人件費および租税公課の減少

によるものです。

これらの結果、当事業年度における売上高は3,263,218千円(前事業年度比2.56％増)となり、営業利益495,864千

円(同36.82％減)、経常利益467,457千円(同35.54％減)、当期純利益539,519千円(同38.24％減)となりました。

 

(4) 資金の流動性についての分析

当事業年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は2,091,017千円（前事業年度比917.35％

増）となりました。

各活動区分別のキャッシュ・フローの状況および要因は以下のとおりです。

営業活動によるキャッシュ・フローは58,771千円（同77.77％減）の資金収入となりました。その主な要因は修

繕引当金および減価償却費の減少によるものです。

投資活動によるキャッシュ・フローは3,621,978千円（前事業年度より3,627,721千円の収入増）の資金収入とな

りました。その主な要因は有形固定資産の売却による収入であります。

財務活動によるキャッシュ・フローは1,795,268千円（前事業年度より1,650,528千円の支出増）の資金支出とな

りました。その主な要因は長期および短期借入金の返済による支出であります。

なお、前事業年度と当事業年度のキャッシュ・フローの概略と増減比較は、次のとおりであります。

 

  
前事業年度

(自 平成24年４月１日
至 平成25年３月31日)

当事業年度
(自 平成25年４月１日
至 平成26年３月31日)

増減

営業活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 264,366 58,771 △205,595

投資活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △5,743 3,621,978 3,627,721

財務活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △144,740 △1,795,268 △1,650,528

現金及び現金同等物の
増減額

(千円) 113,882 1,885,481 1,771,598

現金及び現金同等物の
期末残高

(千円) 205,536 2,091,017 1,885,481
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第３ 【設備の状況】

 

１ 【設備投資等の概要】

当社は、平成25年４月25日、当社の所有する介護付有料老人ホーム６施設の固定資産の譲渡並びに建物賃貸借契約

の締結を取締役会で決議し、同日、IHC Japan First特定目的会社に売却譲渡し、同時に同社との間で建物賃貸借契

約を締結いたしました。譲渡いたしました資産の内容は下記のとおりであります。

資産の内容並びに所在地
譲渡価格
（千円）

帳簿価格
（千円）

譲渡益
（千円）

現況

光ハイツ・ヴェラス石山
土地　　　　4,411.04㎡
建物床面積　8,567.98㎡
札幌市南区石山一条三丁目1294番地３、216
番地

637,800 484,567 153,232
有料老人ホーム
として運営中

光ハイツ・ヴェラス月寒公園
土地　　　　2,241.61㎡
建物床面積　4,332.45㎡
札幌市豊平区美園九条八丁目30番地、26番
地、27番地、28番地、29番地、31番地、32
番地２

480,640 482,307 △1,667
有料老人ホーム
として運営中

光ハイツ・ヴェラス藤野
土地　　　　7,230.00㎡
建物床面積　9,648.15㎡
札幌市南区藤野三条十一丁目240番地３、
240番地１

1,049,135 1,387,613 △338,478
有料老人ホーム
として運営中

光ハイツ・ヴェラス琴似
土地　　　 11,033.59㎡
建物床面積20,332.55㎡
札幌市西区二十四軒四条一丁目８番地、９
番地１、13番地

3,518,660 3,340,355 178,304
有料老人ホーム
として運営中

光ハイツ・ヴェラス真駒内公園
土地　　　　6,652.96㎡
建物床面積 13,301.30㎡
札幌市南区真駒内緑町一丁目１番地１

2,527,515 2,438,847 88,667
有料老人ホーム
として運営中

ヴェラス・クオーレ山の手
土地　　　　1,667.87㎡
建物床面積　2,797.83㎡
札幌市西区山の手六条二丁目２番地、１番
地

651,700 568,526 83,173
有料老人ホーム
として運営中

合　計 8,865,450 8,702,218 163,231 　
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２ 【主要な設備の状況】
平成26年３月31日現在

事業所名
(所在地)

設備の内容

帳簿価額(千円) 従業員数
〔臨時従
業員数〕
(名)

建物および
構築物

リース資産 長期貸付金 その他 合計

光ハイツ・ヴェラス
石山
(札幌市南区)

有料老人ホーム
運営の建物設備
その他

160,056 － － 4,511 164,567
32

〔 6〕

光ハイツ・ヴェラス
月寒公園
(札幌市豊平区)

有料老人ホーム
運営の建物設備
その他

3,615
－
 

－ 758 4,374
21

〔 2〕

光ハイツ・ヴェラス
藤野
(札幌市南区)

有料老人ホーム
運営の建物設備
その他

1,397
 
－

－ 3,220 4,618
32

〔 8〕

光ハイツ・ヴェラス
琴似
(札幌市西区)

有料老人ホーム
運営の建物設備
その他

1,644 2,323 － 15,157 19,125
 55
〔10〕

光ハイツ・ヴェラス
真駒内公園
(札幌市南区)

有料老人ホーム
運営の建物設備
その他

1,524 4,793 － 22,177 28,495
36

〔 6〕

ヴェラス・クオーレ
小樽
(小樽市)

適合高齢者専用
賃貸住宅の建物
設備その他

518 506,660 － 0 507,178
23

〔 7〕

ヴェラス・クオーレ
山の手
(札幌市西区)

有料老人ホーム
運営の建物設備
その他

－ － － 498 498
16

〔 3〕

ヴェラス・クオーレ
札幌北
(札幌市北区)

住宅型有料老人
ホーム運営の建
設協力金

－ 5,553 48,607 － 54,161
4

〔18〕
 

(注) １　固定資産の譲渡により、建物および土地の簿価が大きく変動しております。 　

２ 帳簿価額のうち「その他」は、車両運搬具および工具器具及び備品であります。なお、金額には消費税等は

含まれておりません。

３ 現在休止中の設備はありません。

４ 従業員数欄の〔臨時従業員数〕は年間平均雇用人員数(１日８時間換算)であります。

５ 上記の他、主要な賃借およびリース設備として、以下のものがあります。

　平成26年３月31日現在

設備の内容 台数 リース期間
年間リース料

(千円)
リース契約残高

(千円)

建物・土地(光ハイツ・ヴェラス石山・
月寒公園・藤野・琴似・真駒内公園およ
びヴェラス・クオーレ山の手・札幌北)

１式 30年 860,872 26,859,260

土地(ヴェラス・クオーレ小樽) １式 25年 12,657 238,428

光ハイツ・ヴェラス琴似安否確認業務・
請求業務ソフトウエア

１式 ６年 10,278 36,830

光ハイツ・ヴェラス真駒内公園安否確認
業務・請求業務ソフトウエア

１式 ６年 6,891 34,459

水道メーター 100個 ５年 469 4,228

車両 １台 ５年 355 3,202
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３ 【設備の新設、除却等の計画】

(1) 重要な設備の新設

該当事項はありません。

 

(2) 重要な設備の改修

該当事項はありません。

 

(3) 重要な設備の除却

該当事項はありません。

 

(4) 重要な設備の売却

該当事項はありません。
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第４ 【提出会社の状況】

 

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

 

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 3,096,000

計 3,096,000
 

 

② 【発行済株式】

 

種類
事業年度末現在
発行数(株)

(平成26年３月31日)

提出日現在
発行数(株)

(平成26年６月30日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 2,089,200 2,089,200
札幌証券取引所

(アンビシャス市場)
単元株式数は100株でありま
す。

計 2,089,200 2,089,200 ― ―
 

 

(2) 【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

(4) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

 

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

 

年月日
発行済株式
総数増減数

(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
 

(千円)

資本金残高
 

(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

平成25年10月１日
(注)

2,068,308 2,089,200 － 636,296 － 566,296
 

(注) 平成25年９月30日の株式名簿に記載された株主に対し、所有株式数を１株につき100株の割合をもって分割いた

しました。
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(6) 【所有者別状況】

平成26年３月31日現在

区分

株式の状況（１単元の株式数100株）

単元未満
株式の状況

(株)

政府
および
地方公共
団体

金融機関
金融商品
取引業者

その他の
法人

外国法人等
個人
その他

計

個人以外 個人

株主数
(人)

― 1 3 21 ― 1 393 419 ―

所有株式数
(単元)

― 80 530 3,267 ― 35 16,980 20,892 ―

所有株式数
の割合(％)

― 0.38 2.54 15.64 ― 0.17 81.27 100.0 ―
 

(注) １ 「その他の法人」の欄には証券保管振替機構名義の株式が、1単元含まれております。

２　平成25年10月１日付で普通株式１株につき100株の割合で株式分割するとともに、１単元の株式の数を100株

とする単元株制度を採用しております。

 

(7) 【大株主の状況】

平成26年３月31日現在

氏名または名称 住所
所有株式数

(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数の
割合(％)

藤 井 伸 一 北海道古宇郡神恵内村 1,364,700 65.33

株式会社保健科学研究所 横浜市保土ヶ谷区神戸町106番地 92,500 4.43

日本給食サービス株式会社 東京都千代田区東神田２丁目10－９ 64,000 3.06

アムス・インターナショナル
株式会社

東京都豊島区東池袋１丁目15－12 60,700 2.91

渡 邊     勲 大阪市浪速区 46,200 2.21

岩倉建設株式会社 北海道苫小牧市木場町２丁目９－６号 43,000 2.06

川　島　卓　也 兵庫県姫路市 30,000 1.44

松井証券株式会社 東京都千代田区麹町１丁目４ 28,500 1.36

フォーク株式会社 埼玉県加須市土手１丁目11－24 24,000 1.15

株式会社ＳＢＩ証券 東京都港区六本木１丁目６－１ 23,700 1.13

計 ― 1,777,300 85.08
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(8) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

平成26年３月31日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等) ― ― ―

完全議決権株式(その他) 普通株式 2,089,200 20,892 ―

単元未満株式 ― ― ―

発行済株式総数 2,089,200 ― ―

総株主の議決権 ― 20,892 ―
 

(注) 「完全議決権株式(その他)」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が、100株(議決権の数１個)含まれており

ます。

 

② 【自己株式等】

平成26年３月31日現在

所有者の氏名
または名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数

(株)

他人名義
所有株式数

(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数の
割合(％)

― ― ― ― ― ―

計 ― ― ― ― ―
 

 

(9) 【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

 

２ 【自己株式の取得等の状況】
　

【株式の種類等】 該当事項はありません。
 

　
(1) 【株主総会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

 

(2) 【取締役会決議による取得の状況】

該当事項はありません。　

 

(3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

該当事項はありません。

 

(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

該当事項はありません。
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３ 【配当政策】

当社は、株主に対する公正な利益還元を経営上重要な課題として位置づけ、業績の向上に努めると共に、経営基盤

および財務体質の強化ならびに将来の事業拡大に備えた内部留保の充実も勘案しつつ、株主への安定した配当と配当

水準の向上に努めることを基本方針としております。

当社は、平成25年３月期の期末配当を、1株当たり10円00銭とし、５期ぶりに復配いたしました。また、当社は平

成25年４月25日に当社の介護付有料老人ホーム６施設にかかわる不動産を流動化し、これにより当社の懸案でありま

した財務基盤の強化をすることができました。今後も事業収益力の強化と安定した事業運営に取り組んでまいりま

す。当社は、直近の事業進捗や今後の事業展開等を総合的に勘案し、平成26年３月期の期末配当は１株当たり12円00

銭（当社は、平成25年10月１日付で普通株式１株につき100株の株式分割を行っております。前期（平成25年３月

期）の期末配当金は１株当たり1,000円でありましたが、株式分割後の株式数で計算し、相当金額を記載しておりま

す。）とさせていただきました。

内部留保資金の使途につきましては、経営体質・財務基盤の強化と今後の事業展開への備えに役立てて行く方針で

あります。

当社は、「会社法第459条第１項の規定に基づき、取締役会の決議をもって剰余金の配当等を行うことができ

る。」旨を定款に定めております。

当社は、「取締役会の決議により、毎年９月30日を基準日として、中間配当を行うことができる。」旨を定款に定

めております。

なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。

 

決議年月日
配当金の総額

(千円)
１株当たり配当額

(円)

平成26年５月14日
取締役会決議

25,070 12.00
 

 

４ 【株価の推移】

(1) 【最近５年間の事業年度別最高・最低株価】

 

回次 第24期 第25期 第26期 第27期 第28期

決算年月 平成22年３月 平成23年３月 平成24年３月 平成25年３月 平成26年３月

最高(円) 42,000 55,000 50,000 98,000
123,400
※1,048

最低(円) 9,200 33,500 28,850 46,300
71,300
※764

 

(注) １　最高・最低株価は、札幌証券取引所アンビシャス市場におけるものであります。

２　※印は株式分割（平成25年10月１日、１株→100株）による権利落後の株価であります。

 

(2) 【最近６月間の月別最高・最低株価】

 

月別 平成25年10月 11月 12月 平成26年１月 ２月 ３月

最高(円) 830 830 1,028 1,048 1,010 1,010

最低(円) 764 796 809 960 910 975
 

(注) 最高・最低株価は、札幌証券取引所アンビシャス市場におけるものであります。
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５ 【役員の状況】
　

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数

(株)

取締役社長

(代表取締

役)

― 森     千恵香 昭和41年８月８日生

昭和60年４月 欧米自動車工業㈱ 入社

(注)３ 20,000

平成７年７月 欧米自動車工業㈱ 取締役

平成17年７月 ㈱フェリス 代表取締役

平成18年１月 ㈱ヴィラ 取締役

平成18年５月 ㈱かわぞえ 代表取締役

平成18年６月 ㈱ヴィラ 代表取締役

平成19年５月 ㈱ノアコンツェル屯田 取締役

平成19年６月 ㈱ノアコンツェル屯田 代表取締

役

平成19年８月 ㈱ノアコンツェル屯田を㈱とんで

んへ分社 ㈱とんでん 代表取締

役就任(現任)

平成21年６月 当社 代表取締役社長(現任)

取締役
看護・

介護部長
大 堀 まさ子 昭和32年８月15日生

昭和54年４月 美唄労災病院 勤務

(注)３

―

 
 
 

平成10年１月 太黒胃腸科病院 勤務

平成14年９月 センチュリー病院 勤務 看護師

長

平成17年４月 当社 入社

平成17年11月 光ハイツ・ヴェラス琴似 看護師

長

平成21年４月 看護部長

平成21年７月 執行役員（現任） 看護・介護部

長

平成22年６月 取締役(現任)

平成23年３月 ヴェラス・クオーレ山の手施設長

（現任）

取締役 ― 藤 井 伸 一 昭和29年４月18日生

昭和62年10月 札幌平岡病院 開業

(注)３ 1,364,700

平成５年４月 財団法人湯浅記念会 設立

平成６年４月 社会福祉法人栄和会 設立

平成15年６月 社会福祉法人札幌恵友会 入社

平成16年４月 社会福祉法人札幌恵友会 理事同

法人介護老人保健施設 神恵内ハ

イツ998 施設長

平成18年５月 ㈱かわぞえ 取締役

平成18年６月 ㈱ヴィラ 取締役

平成19年５月 ㈱ノアコンツェル屯田 取締役

平成19年８月 ㈱ノアコンツェル屯田を㈱とんで

んへ分社 ㈱とんでん 取締役就

任(現任)

平成20年６月 ㈱フェリス 監査役

平成21年６月 当社 取締役就任(現任)

常勤監査役 ― 神 谷 康 弘 昭和29年11月２日

平成５年５月 当社 入社

(注)４ 1,000

平成７年11月 当社 取締役 総務部長兼石山施

設長

平成14年４月 当社 取締役 総務部長

平成17年４月 当社 執行役員 管理本部長兼総

務人事部長

平成20年４月 当社 執行役員 管理本部企画広

報担当

平成21年６月 当社 企画広報部長

平成25年６月 当社 常勤監査役(現任)

監査役 ― 板 倉 暢 宏 昭和48年１月25日生

平成11年10月 新日本有限責任監査法人 入所

(注)５ ―

平成17年１月 監査法人夏目事務所 入所

平成19年６月 板倉公認会計士事務所 開設

平成21年６月 当社 監査役(現任)

平成21年12月 名越税務会計事務所 入所
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役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数

(株)

監査役 ― 山 口 貴 嗣 昭和36年９月29日生

平成３年10月 旭川赤十字病院形成外科 勤務

(注)４ ―

平成４年４月 札幌医科大学形成外科 勤務

平成７年４月 旭川赤十字病院形成外科 勤務

平成７年10月 函館五稜郭病院形成外科 科長

平成21年４月 アイランド札幌形成外科・美容ク

リニック 院長

平成22年４月 真駒内クリニック 院長(現任)

平成22年６月 当社 監査役(現任)

計 1,385,700
 

(注) １ 取締役藤井伸一氏は、社外取締役であります。

２ 監査役板倉暢宏氏および監査役山口貴嗣氏は、社外監査役であります。

３ 平成26年６月27日開催の定時株主総会終結の時から平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時までであり

ます。

４ 平成26年６月27日開催の定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであり

ます。

５ 平成25年６月27日開催の定時株主総会終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであり

ます。

６ 当社では、意思決定の迅速化と責任の明確化を図るために、執行役員制度を導入しております。
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６ 【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1) 【コーポレート・ガバナンスの状況】

① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

当社は、コーポレート・ガバナンスを業績目標の達成および企業価値の極大化と健全性の確保を両立させるた

めの企業活動を律する枠組みであり、経営上最も重要な課題の一つとして位置付けております。

株主、顧客をはじめ、従業員、取引先、債権者、および地域社会すべてのステークホルダーに対して社会的責

任を全うすべく経営の意思決定と執行における透明性、公正性の確保、コンプライアンスの徹底に向けた監視・

監督機能の強化を図る為、株主重視の公正な経営システムの構築とその適切な運営に努めております。

 

② 企業統治の体制の概要とその体制を採用する理由

(イ) 当社は、経営の意思決定機能と、執行役員による業務執行を管理監督する機能を取締役会が持つことによ

り、経営効率の向上と的確かつ戦略的な経営判断が可能な経営体制をとっております。更に社外取締役１

名の登用による取締役会の監督機能を強化しております。当社は監査役会設置会社の形態をとっておりま

すが、さらに取締役会に対する十分な監視機能を発揮するため監査役３名中２名を社外監査役としており

ます。

 

(ロ) 現状の体制と概要

ａ. 取締役・取締役会・執行役員

当社は、経営の執行と監督・監視機能が十分発揮できるガバナンスシステムとして、監査役制度、執行役

員制度を設け、業務執行の迅速化を図れるよう、取締役、監査役、執行役員の役割を明確化することで、監

督機能の強化を図っております。

取締役の定数は、定款で９名以内と定められておりますが、平成26年６月30日現在の員数は３名で、その

うち１名は社外取締役です。

取締役の株主総会における選任決議については、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１

以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、及び累積投票にはよらない旨を定款に定

めております。

取締役会は原則として毎月１回開催しており、必要に応じて臨時取締役会を適宜開催しております。

執行役員は取締役会で任命され、平成26年６月30日現在５名で、そのうち１名は取締役が兼務しておりま

す。

取締役、執行役員ともに、任期は１年としております。

 

ｂ. 監査役・監査役会

監査役は平成26年６月30日現在３名で、そのうち社外監査役は２名です。監査役会は原則毎月行われ、年

間の監査計画に基づき業務監査と会計監査を実施するほか、監査役は取締役会に毎回出席し、取締役の業務

執行監査および経営状況の適切な監視を行います。常勤監査役は、その他毎月行われる執行役員会および全

部門長による幹部会議に出席しております。

 

ｃ. 内部監査

代表取締役社長の直属機関として内部監査室(平成26年６月30日現在１名)を設置し、他のライン・スタッ

フ部門から独立した部門として、年間の内部監査計画に基づいて当社各施設、部門の業務執行の適正性、妥

当性、効率性について監査し、評価と提言を行っております。
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③ 社外取締役、監査役(社外監査役を含む)、会計監査人、内部監査室、及び内部統制プロジェクト委員会の相互

連携

(イ) 社外取締役は、内部監査室からの内部監査の報告を定期的に受けることにより、当社の現状と課題を把握

し、必要に応じて取締役会において意見を表明しております。

 

(ロ) 監査役(社外監査役を含む)は、会計監査人との関係において、法令に基づき会計監査報告を受領し、相当

性についての監査を行うとともに、必要の都度相互に情報交換・意見交換を行うなどの連携を行い、内部

監査室との関係においても、常勤監査役が内部監査に立ち会い、また、内部監査室からの監査計画及び結

果についての報告を受けることで、監査役監査の実効性と効率性の向上を目指しております。

 

(ハ) 内部統制プロジェクト委員会は、内部統制の整備・運用状況等に関して、内部監査室、監査役および会計

監査人に対し、その評価結果を適宜報告を行っております。

 

④ 経営組織及びコーポレート・ガバナンス体制の概要

 

 

 

⑤ 社外取締役及び社外監査役の状況

(イ) 社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能および役割

当社は、平成26年６月30日現在社外取締役１名及び社外監査役２名を選任しております。社外取締役及び

社外監査役は、当社の経営判断に関してそれぞれの専門知識、経験から、独立的、客観的な助言、監督をい

ただいております。当社は社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針を特

に定めておりませんが、札幌証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
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(ロ) 社外取締役及び社外監査役の選任状況

 

区分 氏名 選任の理由

社外取締役 藤 井 伸 一

医師としての医療法人、社会福祉法人の設立や豊富な運営経験から、
医療・介護の分野に精通しており、今後、医療、介護保険に関する対
応が重要視される当社の有料老人ホーム事業および高齢者介護事業に
対する積極的な指導・助言をいただくため。

社外監査役 板 倉 暢 宏

公認会計士、税理士としての豊富な専門的知見を、当社の財務および
会計を重点として当社の監査業務に生かしていただくため。尚、札幌
証券取引所の定める独立役員の独立性に関する判断基準に照らし、独
立役員として指定し、届出をしております。

社外監査役 山 口 貴 嗣
医師の資格を有しており、その豊富な医療経験と専門的知見を、有料
老人ホーム事業を重点として当社の監査業務に生かしていただくた
め。

 

 

(ハ) 会社と社外取締役及び社外監査役との利害関係

・社外取締役藤井伸一氏は、当社株式を1,364,700株所有しており、議決権の65.3％を所有する主要株主で

あり、筆頭株主であります。同氏は、株式会社とんでん（同氏が株式を50％保有する株式会社かわぞえの

100％子会社）の取締役であります。

当社は株式会社とんでんより平成23年７月に住宅型有料老人ホーム事業を譲受し、建設協力金を継承し

ておりますが、その未払金は総資産残高に対し0.3％未満（平成26年３月期実績）であります。また、当社

と同社は職員の出向契約の取引関係にありますが、一般的な取引であり、その取引金額は売上原価と販売

管理費の合計額に対し0.3％未満（平成26年３月期実績）であります。

当社と、同氏が個人事業主でありますユニバーサルオートとの間には、社有車の修理等に関する取引関

係にありますが、一般的な取引であり、その取引金額は売上原価と販売管理費の合計額に対し0.2％未満

（平成26年３月期実績）であります。

当社と、同氏が個人事業主でありますリディアとの間には、当社の運営する施設内において、入居者並

びに当社への日用雑貨および食品等の販売を目的とした売店を運営しておりますが、一般的な取引であ

り、その取引金額は売上原価と販売管理費の合計額に対し0.1％未満（平成26年３月期実績）であります。

なお、同氏はリディアを平成26年１月を以て他社へ売却しております。

社外取締役藤井伸一氏個人と当社の間には他に特別な利害関係はありません。また、同氏が関係する株

式会社とんでんおよびユニバーサルオート並びにリディアと当社との取引額につきまして、売上高、売上

原価、販売管理費に占める割合は、いずれも僅少であると判断しております。また、同氏が関係する株式

会社とんでんおよびユニバーサルオート並びにリディアと当社の間に、その他の利害関係はありません。

・社外監査役板倉暢宏氏は、当社株式の保有はなく、また、当社との間に特別な利害関係はありません。

・社外監査役山口貴嗣氏は、当社株式の保有はありません。尚、同氏は当社施設内(光ハイツ・ヴェラス真

駒内公園１F)の真駒内クリニックの院長として、当社の運営する施設のご入居者の健康管理、訪問診療等

を行っております。当社と真駒内クリニックとはクリニックのスペースの賃貸契約を締結しております。

その取引金額は営業外収益合計額に対し4.5％（平成26年３月期実績）と僅少であります。

また、当社職員の健康診断、予防接種等を依頼する一般的な取引がありますが、その取引金額は売上原

価と販売管理費の合計額に対し0.1％未満（平成26年３月期実績）であります。

社外監査役山口貴嗣氏個人と当社の間には他に特別な利害関係はありません。また、同氏が関係する真

駒内クリニックと当社の間に、その他の利害関係はありません。
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⑥ 責任限定契約の内容の概要

当社と社外取締役および社外監査役は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償

責任を限定とする契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める限度額と

しております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役または社外監査役が責任の原因となった

職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。

 

⑦ 役員の報酬等

当事業年度の取締役・監査役の報酬等の額は、以下のとおりです。

 

役員区分
報酬等の総額

(千円)

報酬等の種類別の総額(千円) 対象となる
役員の員数

(名)基本報酬 退職慰労金

取締役
(社外取締役を除く。)

15,254 12,978 2,276 2

監査役
(社外監査役を除く。)

7,255 6,906 349 2

社外役員 7,200 7,200 ― 3
 

(注) １ 取締役の報酬限度額は、平成18年６月23日開催の第20回定時株主総会において、年額80,000千円以内(ただ

し、使用人分給与は含まない。)と決議いただいております。

２ 監査役の報酬限度額は、平成18年６月23日開催の第20回定時株主総会において年額15,000千円以内と決議い

ただいております。

３ 当社は役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針は定めておりません。

 

⑧ 株主総会決議事項のうち、取締役会で決議できることとしている事項

(イ) 当社は、会社法第426条第１項の規定により、取締役会の決議をもって同法第423条第１項の行為に関する

取締役(取締役であった者を含む)の責任を法令の限度において免除することができる旨を定款で定めてお

ります。これは、取締役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果た

しうる環境を整備することを目的とするものです。

 

(ロ) 会社法第459条第１項の規定により、取締役会の決議によって剰余金の配当を行うことができる旨定款に定

めております。これは、機能的な資本政策および配当政策を図ることを目的とするものです。

 

(ハ) 会社法454条第５項の規定により、取締役会の決議によって毎年９月30日を基準日として、中間配当を行う

ことができる旨定款に定めております。これは株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするもので

す。

 

(ニ) 当社は、取締役会の決議によって市場取引等により自己株式を取得することができる旨定款に定めており

ます。これは、資本効率の向上および経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の実行を可能にするこ

とを目的とするものです。

 

⑨ 株主総会の特別決議要件

当社は、会社法第309条第２項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株

主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもって行う旨定款で定めていま

す。これは株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会を円滑に運営することを目的と

したものです。
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⑩ 会計監査の状況

当社は監査法人銀河と監査契約を締結し、会計監査を受けております。当事業年度において、当社の会計監査

業務を執行した公認会計士の氏名は以下のとおりです。

代表社員 業務執行社員 川 上 洋 司

代表社員 業務執行社員 木 下   均

また、監査補助者は公認会計士４名、その他１名であります。

なお、平成21年６月26日の第23回定時株主総会において、同監査法人は当社の会社法に基づく会計監査人に選

任されております。

 

⑪ 内部統制システムに関する基本的考え方及びその整備状況

当社は、会社法に基づき、業務の適正を確保するための体制を整備に関する基本方針である「内部統制システ

ム構築に関する基本方針」を以下のとおり、取締役会で決議し、内部統制システムの整備に取り組んでおりま

す。

 

(イ) 取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制

当社は、コンプライアンス基本方針を制定し、その実践を企業が存続、発展する上で不可欠なものと位置

づけ、企業活動において求められるあらゆる法令等の遵守はもとより、高い倫理観に則して行動し、公正か

つ誠実で透明性の高い企業活動を遂行する。当社の取締役は、上記方針の実践のため「経営理念」、「倫理

規程」、「コンプライアンス行動規範」および「コンプライアンス行動指針」ならびに「反社会的勢力対策

規程」に従い、当社における企業倫理の遵守および浸透に関してリーダーシップを発揮する。社内ではコン

プライアンス委員会を置き、内部統制を推進する組織を設置するとともに、コンプライアンス体制の構築お

よび運用を行う。

 

(ロ) 取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制

当社は法令・社内規定に基づき、取締役の職務の執行に係る文書・記録その他情報を、その保存媒体に応

じて①株主総会議事録、②取締役会議事録、③監査役会議事録の法定作成文書をはじめ、④各委員会・会議

等の各議事録、⑤決裁書類等の取締役の職務執行に係る情報を、関連資料とともに「文書管理規程」に基づ

いて、文書(電磁的記録を含む)により保存する。また、保存部門は適切・確実に、かつ検索および閲覧可能

な状態で定められた保存期間を同規程において定める。

 

(ハ) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

当社は、企業価値を高め、企業活動の持続可能な成長を実現することを阻害するリスクに対処すべく、

「災害対策規程」「危機管理規程」「全社的予防リスクマニュアル」及び「施設リスクマネージメント会議

運営規程」(ＳＲＭ)を設けており、取締役会は、総合リスク管理体制を定めている。これに基づき、横断的

リスク、各部署、各業務プロセスに潜むリスクを抽出・評価し、優先順位をつけて体制の整備、対応策の立

案を行う。対応策には、リスクを低減・抑制するための是正策、リスク発生時の対策および事業継続計画を

含む。さらに事業戦略立案部門は、事業戦略策定時に想定される事業リスクの抽出評価を行い対応策の検討

を図る。これらの内容は内部監査規程に基づき内部監査部門が監査にて確認する。さらに、取締役会で公表

し、リスク管理レベルの向上を図る。
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(二) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

当社の意思決定の妥当性および執行業務の管理監督・牽制機能を向上するため取締役のうち一名以上は社

外取締役とする。当社では、経営の監督と業務執行の役割分担を明確にする目的から、執行役員制度を採用

する。予算実績管理、その他、業務執行に関する重要事項の意思決定をするため、幹部会議、執行役員会を

毎月定例的に開催し、業務執行の円滑化を図る。毎月定例および適宜開催する取締役会を経営の重要事項、

その他意思決定の場とする。当社は経営方針の徹底のため、短期、中期若しくは長期の経営計画を策定し、

これをもとに年度計画および予算を立案し、各部署、使用人に至るまで方針を展開し、業務計画を策定、推

進する仕組みを構築することにより、取締役の職務の効率化を図る。

 

(ホ) 使用人の職務の執行が法令・定款に適合することを確保するための体制

当社は、使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するため、「経営理念」、「倫理規

程」、「コンプライアンス行動規範」および「光ハイツ・ヴェラス行動規範と行動指針」などを定め、その

周知徹底と実践運用を行う体制を構築する。また、これを維持向上させるため、当社の使用人に対する教

育、研修を行う計画を策定、実施する。さらに、当社はコンプライアンス違反行為の可能性を削減するた

め、横断的内部通報制度(「レポートライン」を設置)を設ける。使用人の職務の執行が法令、定款に適合す

ることを確実にし、さらに、この体制を維持向上させるため、内部監査規程に準拠した内部監査、事業所内

監査を実施する。

 

(ヘ) 当該株式会社ならびにその親会社および子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体

制

当社は単体企業のため、該当する体制はありません。

 

(ト) 監査役がその職務を補助する使用人に関する事項および取締役からの独立性に関する事項

取締役会は監査役と協議のうえ監査役の職務を補助する兼任の使用人を一名配置することができる。な

お、使用人の任命、評価、異動、懲戒等の決定に当たっては事前に監査役会の同意を得たうえで決定するこ

ととし、当該使用人の取締役からの独立性を確保する。

 

(チ) 取締役および使用人(上記(ト))が監査役に報告をする為の体制その他監査役への報告に関する体制

取締役および執行役員が担当する業務の執行状況の報告を行う毎月の取締役会、幹部会議および執行役員

会には監査役が出席するほか、業務執行上重要な討議および報告を行う会議には常勤監査役が出席する。ま

た、稟議書、議事録および業務執行に関する重要文書を閲覧し、必要に応じて取締役および使用人から説明

を聴取する。監査役は、必要に応じて取締役会、幹部会議、執行役員会その他の会議の場および代表取締役

との定期的な意見交換の場で意見を述べるものとする。取締役、執行役員および使用人は、当社に著しい損

害を及ぼすおそれのある事実、その他法令もしくは定款・社内規定(コンプライアンス規程など)に反する事

実を発見したとき、または経営・業績に影響を及ぼす重要な事実について決定したときは、監査役に報告す

る体制を敷く。

 

(リ) その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

監査役は監査が実効的に行われることを確実にするため、代表取締役、その他取締役および執行役員と定

期的な意見交換会を実施するとともに、内部監査部門および会計監査人と監査計画、監査内容について、情

報交換を行うなど相互連携を図るものとする。なお監査役が取締役会等で意見を述べ、牽制機能が実効的に

働く体制を敷く。
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(ヌ) 財務報告の信頼性と適正性を確保するための体制

財務報告の信頼性および適正性を確保するため、金融商品取引法に基づく内部統制報告書の有効かつ適切

な提出に向け、内部統制システムの構築を行う。また、その体制が適正に機能することを継続的に評価し、

必要な是正を行うこととする。

 

(ル) 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方およびその整備状況

「反社会的勢力対策規程」および「反社会的勢力との断絶方針」を制定し、いかなる場合においても、反

社会的勢力に対し、金銭その他の経済的利益を提供しないことを基本方針とする。反社会的勢力への対応は

総務人事部が統括部署となり、役職員に周知徹底する他、反社会的勢力が取引先や株主となり、不当な要求

を受ける被害を未然に防ぐよう、適正な企業調査の実施および外部情報等により反社会的勢力に関する情報

の早期収集に努める。また、不当要求等に対しては、警察や弁護士等の外部専門機関と緊密に連携し、組織

的に対応する。

 

⑫ 株式の状況

保有目的が純投資目的である投資株式の前事業年度および当事業年度における貸借対照表計上額の合計額なら

びに当事業年度における受取配当金、売買損益および評価損益の合計額

 

 

前事業年度
(千円)

当事業年度(千円)

貸借対照表
計上額の合計額

貸借対照表
計上額の合計額

受取配当金の
合計額

売却損益の
合計額

評価損益の
合計額

非上場株式 ― ― ― ― ―

上記以外の株式 1,080 1,105 13 ― 676
 

 

(2) 【監査報酬の内容等】

① 【監査公認会計士等に対する報酬の内容】

 

前事業年度 当事業年度

監査証明業務に基づく報酬
(千円)

非監査業務に基づく報酬
(千円)

監査証明業務に基づく報酬
(千円)

非監査業務に基づく報酬
(千円)

15,000 ― 15,000 ―
 

 

② 【その他重要な報酬の内容】

該当事項はありません。

 

③ 【監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容】

該当事項はありません。

 

④ 【監査報酬の決定方針】

該当事項はありません。
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第５ 【経理の状況】

 

１ 財務諸表の作成方法について

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務

諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。

　なお、当事業年度（平成25年４月１日から平成26年３月31日まで）の財務諸表に含まれる比較情報については、

「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成24年９月21日内閣府令第

61号）附則第２条第２項により、改正前の財務諸表等規則に基づいて作成しております。

 

２ 監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、事業年度(平成25年４月１日から平成26年３月31日ま

で)の財務諸表について、監査法人銀河により監査を受けております。

 

３ 連結財務諸表について

当社は、子会社がありませんので、連結財務諸表を作成しておりません。

 

４ 財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて

当社は、財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みを行っております。具体的には、会計基準等の内容を

適切に把握し、または会計基準等の変更等について的確に対応することができる体制を整備するため、公益財団法人

財務会計基準機構へ加入しております。

 また、会計基準設定主体等の行う、研修会に参加しております。
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１【財務諸表等】

(1)【財務諸表】

①【貸借対照表】

           (単位：千円)

          
前事業年度

(平成25年３月31日)
当事業年度

(平成26年３月31日)

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 290,536 6,862,894

  営業未収入金 303,978 318,069

  商品 533 1,373

  貯蔵品 330 81

  前払費用 18,297 88,586

  繰延税金資産 19,428 69,780

  未収還付法人税等 － 121,967

  その他 15,142 24,356

  流動資産合計 648,248 7,487,107

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物 ※1  10,054,661 169,242

    減価償却累計額 △3,815,958 △1,004

    建物（純額） 6,238,702 168,238

   構築物 278,287 24,770

    減価償却累計額 △148,973 △6,260

    構築物（純額） 129,313 18,509

   車両運搬具 9,479 6,959

    減価償却累計額 △9,449 △6,937

    車両運搬具（純額） 29 21

   工具、器具及び備品 468,262 474,777

    減価償却累計額 △409,086 △428,086

    工具、器具及び備品（純額） 59,175 46,690

   土地 ※1  2,353,515 313

   リース資産 669,113 679,823

    減価償却累計額 △131,496 △160,492

    リース資産（純額） 537,616 519,330

   建設仮勘定 － 3,294

   有形固定資産合計 9,318,353 756,397

  無形固定資産   

   のれん 24,455 16,070

   ソフトウエア 226 270

   電話加入権 3,525 3,525

   施設利用権 3,200 3,200

   リース資産 27,070 32,359

   無形固定資産合計 58,478 55,426

  投資その他の資産   

   投資有価証券 1,080 1,105

   出資金 309 309

   長期貸付金 48,385 48,607

   破産更生債権等 159,966 39,609

   長期前払費用 29,595 24,187

   繰延税金資産 438,869 6,503

   長期性預金 800 ※1  132,000

   その他 120 415,503

   貸倒引当金 △159,966 △39,609

   投資その他の資産合計 519,159 628,215
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  固定資産合計 9,895,991 1,440,040

 資産合計 10,544,239 8,927,148

負債の部   

 流動負債   

  短期借入金 ※1  370,500 68,000

  1年内返済予定の長期借入金 ※1  198,527 －

  リース債務 30,215 29,514

  未払金 196,011 310,599

  未払費用 33,660 16,845

  未払法人税等 131,732 －

  未払消費税等 12,503 329,375

  前受金 37,638 40,140

  預り金 25,701 24,904

  入居金預り金 719,970 727,730

  介護料預り金 75,372 73,972

  前受収益 3,842 4,487

  賞与引当金 15,109 12,065

  金利スワップ負債 10,065 －

  流動負債合計 1,860,849 1,637,634

 固定負債   

  長期借入金 ※1  1,243,959 －

  リース債務 637,649 633,910

  長期入居金預り金 3,680,578 3,373,133

  長期介護料預り金 397,525 364,363

  長期未払金 26,560 16,600

  退職給付引当金 46,942 46,785

  修繕引当金 318,829 －

  役員退職慰労引当金 8,979 10,831

  その他 11,422 14,288

  固定負債合計 6,372,447 4,459,911

 負債合計 8,233,296 6,097,546

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 686,296 686,296

  資本剰余金   

   資本準備金 566,296 566,296

   資本剰余金合計 566,296 566,296

  利益剰余金   

   利益準備金 3,855 3,855

   その他利益剰余金   

    別途積立金 384,000 384,000

    繰越利益剰余金 670,088 1,188,716

   利益剰余金合計 1,057,943 1,576,571

  株主資本合計 2,310,537 2,829,164

 評価・換算差額等   

  その他有価証券評価差額金 405 437

  評価・換算差額等合計 405 437

 純資産合計 2,310,943 2,829,602

負債純資産合計 10,544,239 8,927,148
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②【損益計算書】

           (単位：千円)

          前事業年度
(自 平成24年４月１日
　至 平成25年３月31日)

当事業年度
(自 平成25年４月１日
　至 平成26年３月31日)

売上高 3,181,887 3,263,218

売上原価 2,156,983 2,534,072

売上総利益 1,024,903 729,146

販売費及び一般管理費   

 役員報酬 25,390 27,084

 給料及び手当 64,262 57,713

 賞与及び手当 4,224 5,139

 賞与引当金繰入額 1,907 2,276

 退職給付費用 5,333 3,507

 役員退職慰労引当金繰入額 2,534 2,625

 法定福利費 14,809 16,417

 広告宣伝費 15,199 22,766

 租税公課 46,081 31,654

 保険料 1,202 1,887

 業務委託費 24,516 25,957

 減価償却費 2,416 1,025

 のれん償却額 8,384 8,384

 その他 23,800 26,842

 販売費及び一般管理費合計 240,062 233,281

営業利益 784,841 495,864

営業外収益   

 受取利息 935 991

 受取配当金 23 25

 受取手数料 4,385 3,806

 受取賃貸料 11,718 17,172

 金利スワップ評価益 1,325 -

 その他 10,963 2,880

 営業外収益合計 29,351 24,876

営業外費用   

 支払利息 75,197 41,944

 支払手数料 2,213 2,226

 長期前払費用償却 11,118 7,204

 その他 475 1,908

 営業外費用合計 89,005 53,283

経常利益 725,186 467,457

特別利益   

 固定資産売却益 - ※１  163,231

 修繕引当金戻入額 - 318,829

 特別利益合計 - 482,061

特別損失   

 訴訟和解金 - 3,900

 金利スワップ解約損 - 18,499

 特別損失合計 - 22,399

税引前当期純利益 725,186 927,120

法人税、住民税及び事業税 279,609 5,580

法人税等調整額 △427,974 382,021

法人税等合計 △148,364 387,601

当期純利益 873,551 539,519
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【売上原価明細書】

 

  
前事業年度

(自 平成24年４月１日
至 平成25年３月31日)

当事業年度
(自 平成25年４月１日
至 平成26年３月31日)

区分
注記
番号

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

Ⅰ 商品  15,395 0.7 17,714 0.7

Ⅱ 人件費 ※１ 883,747 41.0 828,871 32.7

Ⅲ 経費 ※２ 1,257,840 58.3 1,687,486 66.6

合計  2,156,983 100.0 2,534,072 100.0
 

 

(脚注)

 

前事業年度
(自 平成24年４月１日
至 平成25年３月31日)

当事業年度
(自 平成25年４月１日
至 平成26年３月31日)

※１ 人件費には、賞与引当金繰入額13,201千円、退職

給付費用9,492千円が含まれております。

※１ 人件費には、賞与引当金繰入額9,789千円、退職

給付費用5,173千円が含まれております。

※２ 経費のうち、主なものは次のとおりであります。

水道光熱費 127,504千円

固定資産税 85,913千円

減価償却費 325,101千円

営繕費 34,917千円

共益費 108,362千円

業務委託料 372,068千円

修繕引当金繰入額 36,281千円
 

※２ 経費のうち、主なものは次のとおりであります。

水道光熱費 140,699千円

固定資産税 30,865千円

減価償却費 60,900千円

営繕費 39,975千円

共益費 882,220千円

業務委託料 374,429千円

修繕引当金繰入額 －
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③【株主資本等変動計算書】

 前事業年度(自 平成24年４月１日　至 平成25年３月31日)

(単位：千円)

　

株主資本
評価・換算

差額等

純資産合計

資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本

合計

その他

有価証券

評価差額金資本準備金 利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金

合計別途積立金
繰越利益

剰余金

当期首残高 686,296 566,296 3,855 384,000 △203,462 184,392 1,436,985 363 1,437,349

当期変動額 　 　 　 　 　 　 　 　 　

当期純利益 　 　 　 　 873,551 873,551 873,551 　 873,551

株主資本以外の項目の

当期変動額(純額)
　 　 　 　 　 　 　 41 41

当期変動額合計 　 　 　 　 873,551 873,551 873,551 41 873,593

当期末残高 686,296 566,296 3,855 384,000 670,088 1,057,943 2,310,537 405 2,310,943
 

 

 当事業年度(自 平成25年４月１日　至 平成26年３月31日)

(単位：千円)

　

株主資本
評価・換算

差額等

純資産合計

資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本

合計

その他

有価証券

評価差額金資本準備金 利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金

合計別途積立金
繰越利益

剰余金

当期首残高 686,296 566,296 3,855 384,000 670,088 1,057,943 2,310,537 405 2,310,943

当期変動額 　 　 　 　 　 　 　 　 　

剰余金の配当     △20,892 △20,892 △20,892  △20,892

当期純利益 　 　 　 　 539,519 539,519 539,519 　 539,519

株主資本以外の項目の

当期変動額(純額)
　 　 　 　 　 　 　 31 31

当期変動額合計 　 　 　 　 518,627 518,627 518,627 31 518,659

当期末残高 686,296 566,296 3,855 384,000 1,188,716 1,576,571 2,829,164 437 2,829,602
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④【キャッシュ・フロー計算書】

           (単位：千円)

          前事業年度
(自 平成24年４月１日
　至 平成25年３月31日)

当事業年度
(自 平成25年４月１日
　至 平成26年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー   

 税引前当期純利益 725,186 927,120

 減価償却費 327,517 61,926

 のれん償却額 8,384 8,384

 長期前払費用償却額 11,118 7,204

 賞与引当金の増減額（△は減少） △3,125 △3,044

 修繕引当金の増減額（△は減少） 36,281 △318,829

 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 2,534 1,851

 退職給付引当金の増減額（△は減少） △2,773 △157

 貸倒引当金の増減額（△は減少） △108,838 △120,357

 受取利息及び受取配当金 △958 △1,017

 支払利息 75,197 41,944

 訴訟和解金 - 3,900

 金利スワップ評価損益（△は益） △1,325 -

 金利スワップ解約損益（△は益） - 18,499

 固定資産売却損益（△は益） - △163,231

 売上債権の増減額（△は増加） △13,170 △14,090

 たな卸資産の増減額（△は増加） 162 △590

 
入居金預り金・介護料預り金の増減額（△は減
少）

△563,020 △334,246

 未払金の増減額（△は減少） 32,320 △55,701

 未払消費税等の増減額（△は減少） △7,184 316,871

 前受金の増減額（△は減少） 30,010 2,502

 その他 116,027 11,322

 小計 664,345 390,259

 利息及び配当金の受取額 958 1,017

 利息の支払額 △75,742 △40,413

 訴訟和解金の支払額 - △3,900

 金利スワップ解約損の支払額 - △28,565

 法人税等の支払額 △325,194 △259,627

 営業活動によるキャッシュ・フロー 264,366 58,771

投資活動によるキャッシュ・フロー   

 定期預金の預入による支出 △800 △181,200

 拘束性預金の預入による支出 - △4,903,671

 拘束性預金の払戻による収入 - 266,794

 有形固定資産の取得による支出 △4,943 △7,648

 有形固定資産の売却による収入 - 8,865,450

 無形固定資産の取得による支出 - △3,126

 敷金の差入による支出 - △414,620

 投資活動によるキャッシュ・フロー △5,743 3,621,978

財務活動によるキャッシュ・フロー   

 短期借入れによる収入 1,292,342 800,000

 短期借入金の返済による支出 △1,207,143 △1,102,500

 長期借入金の返済による支出 △190,652 △1,442,486

 配当金の支払額 - △20,845

 リース債務の返済による支出 △39,286 △29,437

 財務活動によるキャッシュ・フロー △144,740 △1,795,268

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 113,882 1,885,481

現金及び現金同等物の期首残高 91,653 205,536

現金及び現金同等物の期末残高 ※1  205,536 ※1  2,091,017
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【注記事項】

(重要な会計方針)

１．有価証券の評価基準及び評価方法

その他有価証券

時価のあるもの

事業年度末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均

法により算定)を採用しております。

 

時価のないもの

移動平均法による原価法を採用しております。

 

２．デリバティブ等の評価基準及び評価方法

デリバティブ

時価法

 

３．たな卸資産の評価基準及び評価方法

(1) 商品

移動平均法による原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)であります。

(2) 貯蔵品

最終仕入原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)であります。

 

４．固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産(リース資産を除く)

定額法を採用しております。なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物 ２年～50年

構築物 ２年～50年

車両運搬具 ２年～10年

工具、器具及び備品 ２年～15年
 

(2) 無形固定資産(リース資産を除く)

定額法を採用しております。ただし、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(５年)

に基づく定額法を採用しております。

(3) リース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が平成20年３月31日以前のリース取

引については、通常の賃貸借取引にかかる方法に準じた会計処理によっております。

 

５．引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の

債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

(2) 賞与引当金

従業員の賞与支給に充てるため、当期末に在籍している従業員に対する支給見込額のうち当期に属する金額を

計上しております。

(3) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務の見込みに基づき、当期末において発生してい

ると認められる額を計上しております。

(4) 修繕引当金

将来の大型修繕に備えるため、修繕費用の見積額に基づき、当期に負担すべき金額を費用計上しております。

(5) 役員退職慰労引当金
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役員の退職慰労金に備えるため、役員退職慰労金内規に基づく年度末要支給額を計上しております。

 

６．収益及び費用の計上基準

利用権方式による入居一時金及び介護等一時金の収益計上基準は、入居契約書に従い、入居時に一定割合を収益

計上し、残額を返還する期間の定めに応じて収益計上しております。

入居契約における入居時償却率及び返還対象期間は、以下のとおりであります。

入居時償却率 ５％～15％

一般棟(※１)

返還対象期間 ７年～15年

介護専用棟(※２)

返還対象期間 ３年～７年

※１ 一般棟とは、入居時に介護を必要としない入居者の居住棟

※２ 介護専用棟とは、日常的に介護を必要とする入居者の居住棟

 

７．ヘッジ会計の方法

(1) ヘッジ会計の方法

特例処理の要件を満たす金利スワップについて、特例処理を採用しております。

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段‥‥‥金利スワップ

ヘッジ対象‥‥‥借入金の利息

(3) ヘッジ方針

借入金の金利上昇による支払利息増加リスクを回避する目的で実施しており、ヘッジ対象の識別は個別契約毎

に行っております。

(4) ヘッジの有効性の評価方法

金利スワップの特例処理の要件を満たしているため、有効性の評価を省略しております。

 

８．のれんの償却に関する事項

５年の期間で均等償却をしております。

 

９．キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

手許現金・要求払預金及び取得日から３ヶ月以内に満期日の到来する流動性の高い、容易に換金可能であり、か

つ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない短期的な投資からなっております。

 

10．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

(1) 老人ホーム施設開発に係る金利の会計処理

大型老人ホーム施設開発については、正常な開発期間中の支払利息を取得原価に算入しております。なお、当

事業年度において取得原価に算入した支払利息はありません。

(2）消費税等の会計処理方法

消費税等の会計処理方法は、税抜方式を採用しております。なお、控除対象外消費税等については、発生事業

年度の期間費用として処理しております。ただし、固定資産に係る控除対象外消費税等は長期前払費用に計上

し、法人税法の規定により償却を行っております。
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(表示方法の変更)

「退職給付に関する会計基準」(企業会計基準第26号　平成24年５月17日。以下「退職給付会計基準」という。）

及び「退職給付に関する会計基準の適用指針（企業会計基準適用指針第25号　平成24年５月17日。以下「退職給付

適用指針」という。）を当事業年度より適用し（ただし、退職給付会計基準第35項本文及び退職給付適用指針第67

項本文に掲げられた定めを除く。）、(退職給付関係)注記の表示方法を変更しております。

退職給付会計基準等の適用については、退職給付会計基準第37項に定める経過的な取扱いに従っており、(退職給

付関係）の注記の組替えは行っておりません。

 
(貸借対照表関係)

※１ 担保資産及び担保付債務

担保に供している資産は、次のとおりであります。

 

 
前事業年度

(平成25年３月31日)
当事業年度

(平成26年３月31日)

長期性預金　（注） ― 130,000千円

建物 6,238,158千円 ―

土地 2,353,202 ―

計 8,591,361 130,000
 

 

担保付債務は、次のとおりであります。

 

 
前事業年度

(平成25年３月31日)
当事業年度

(平成26年３月31日)

長期借入金 1,243,959千円 ―

１年内返済予定の長期借入金 198,527 ―

短期借入金 320,500 ―
 

 

(注)　物上保証の内訳

　当事業年度の担保に供している資産の長期性預金130,000千円はデベロッパーの資金借入に対する預金担保差

入（第三者担保）であります。

 

（損益計算書関係）

※１　固定資産売却益の内容は、次のとおりであります。

 

 
前事業年度

(自 平成24年４月１日
至 平成25年３月31日)

当事業年度
(自 平成25年４月１日
至 平成26年３月31日)

建物・構築物 ― 601,084千円

土地 ― △437,852

計 ― 163,231
 

不動産流動化により６施設の土地建

物等を売却した際、土地建物等の売

却益を通算して、固定資産売却益と

して計上しております。
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(株主資本等変動計算書関係)

前事業年度(自 平成24年４月１日 至 平成25年３月31日)

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

 

 
当事業年度期首
株式数(株)

当事業年度
増加株式数(株)

当事業年度減少
株式数(株)

当事業年度末
株式数(株)

発行済株式     

 普通株式 20,892 ― ― 20,892

合計 20,892 ― ― 20,892

自己株式     

 普通株式 ― ― ― ―

合計 ― ― ― ―
 

 

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

該当事項はありません。

 

３．配当に関する事項

(1) 配当金支払額

該当事項はありません。

 

(2) 基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

 

(決議) 株式の種類
配当金の総額

(千円)
配当の原資

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成25年５月15日
取締役会

普通株式 20,892 利益剰余金 1,000 平成25年３月31日 平成25年６月28日
 

 

当事業年度(自 平成25年４月１日 至 平成26年３月31日)

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

 

 
当事業年度期首
株式数(株)

当事業年度
増加株式数(株)

当事業年度減少
株式数(株)

当事業年度末
株式数(株)

発行済株式     

 普通株式 20,892 2,068,308 ― 2,089,200

合計 20,892 2,068,308 ― 2,089,200

自己株式     

 普通株式 ― ― ― ―

合計 ― ― ― ―
 

（注）　平成25年10月１日付で普通株式１株につき100株の割合で株式分割いたしました。これに伴い当事業年度の株

式数は2,068,308株増加し、2,089,200株となっております。

 

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

該当事項はありません。
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３．配当に関する事項

(1) 配当金支払額

 

（決議） 株式の種類
配当金の総額

(千円)
１株当たり配当額

(円)
基準日 効力発生日

平成25年５月15日
取締役会

普通株式 20,892 1,000 平成25年３月31日 平成25年６月28日
 

 

(2) 基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

 

(決議) 株式の種類
配当金の総額

(千円)
配当の原資

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成26年５月14日
取締役会

普通株式 25,070 利益剰余金 12.00 平成26年３月31日 平成26年６月30日
 

（注）平成25年10月１日付で普通株式１株につき100株の割合で株式分割いたしております。取締役会決議の１株当た

り配当額については、当該株式分割を踏まえた額を記載しています。

 

(キャッシュ・フロー計算書関係)

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

 

 
前事業年度

(自 平成24年４月１日
至 平成25年３月31日)

当事業年度
(自 平成25年４月１日
至 平成26年３月31日)

現金及び預金勘定 290,536千円  6,862,894千円

預入期間が３ケ月を超える
定期預金

△85,000  △135,000

拘束性預金 ― △4,636,877

現金及び現金同等物 205,536  2,091,017
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(リース取引関係)

(借主側)

１．ファイナンス・リース取引

所有権移転外ファイナンス・リース取引

① リース資産の内容

(ア)有形固定資産

サービス付き高齢者向け住宅事業における建物および有料老人ホーム事業における設備機器(工具、器具及び備

品)であります。

(イ)無形固定資産

ソフトウェアであります。

② リース資産の減価償却の方法

重要な会計方針「４．固定資産の減価償却の方法」に記載のとおりであります。

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が、平成20年３月31日以前のリース取

引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっており、その内容は以下のとおりでありま

す。

(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額

 (単位：千円)

 

前事業年度
(平成25年３月31日)

取得価額相当額
減価償却累計額

相当額
減損損失累計額

相当額
期末残高相当額

機械及び装置 5,400 5,271 ― 128

工具、器具及び備品 19,440 16,770 ― 2,669

合計 24,840 22,042 ― 2,797
 

 
 (単位：千円)

 

当事業年度
(平成26年３月31日)

取得価額相当額
減価償却累計額

相当額
減損損失累計額

相当額
期末残高相当額

機械及び装置 ― ― ― ―

工具、器具及び備品 ― ― ― ―

合計 ― ― ― ―
 

 

(2) 未経過リース料期末残高相当額

  (単位：千円)

 
前事業年度

(平成25年３月31日)
当事業年度

(平成26年３月31日)

未経過リース料
期末残高相当額

  

 １年内 3,233 ―

 １年超 ― ―

 合計 3,233 ―
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(3) 支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償却費相当額、支払利息相当額及び減損損失

  (単位：千円)

 
前事業年度

(自 平成24年４月１日
至 平成25年３月31日)

当事業年度
(自 平成25年４月１日
至 平成26年３月31日)

支払リース料 12,016 3,299

減価償却費相当額 10,547 2,797

支払利息相当額 328 65
 

 

(4) 減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。

 

(5) 利息相当額の算定方法

リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差額を利息相当額とし、各期への配分方法については利息法に

よっております。

 

２．オペレーティング・リース取引

オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料

  (単位：千円)

 
前事業年度

(平成25年３月31日)
当事業年度

(平成26年３月31日)

１年内 99,600 924,057

１年超 522,900 6,537,004

合計 622,500 7,461,061
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(金融商品関係)

１．金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取り組み方針

当社は、施設の建設資金等を金融機関からの借入およびリースにより調達しております。また、投資有価証券

は、業務上の関係を有する企業の株式であります。なお、売買目的のための有価証券の取得は行なわない方針であ

ります。

 

(2) 金融商品の内容およびそのリスク並びにリスク管理体制

借入金およびファイナンス・リース取引に係るリース債務は、主に施設の設備投資に係る資金調達を目的として

おり、流動性リスクを伴いますが、月次に資金繰計画を作成するなど返済資金を十分に確保する体制を整えており

ます。

投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格および業績不振による変動リスクを伴

いますが、定期的に財務状況を把握し、保有状況を継続的に見直しております。

デリバティブ取引は、長期借入金に係る金利の変動リスクに対するヘッジ取引を目的とした金利スワップ取引で

あります。なお、ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジの有効性の評価方法について

は、重要な会計方針「７．ヘッジ会計の方法」に記載しております。

 

(3) 金融商品の時価等に関する補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれ

ております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件を採用することにより、

当該価額が変動することもあります。

 

２．金融商品の時価等に関する事項

貸借対照表計上額、時価およびこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極

めて困難と認められるものは含まれておりません。

 

前事業年度(平成25年３月31日)

 
貸借対照表計上額

(千円)
時価
(千円)

差額
(千円)

(1) 現金及び預金 290,536 290,536 ―

(2) 投資有価証券 1,080 1,080 ―

(3) 長期性預金 800 801 1

資産計 292,416 292,418 1

(1) 短期借入金 370,500 370,500 ―

(2) 長期借入金 1,442,486 1,430,610 △11,875

(3) リース債務 667,865 824,028 156,163

負債計 2,480,851 2,625,139 144,288

デリバティブ取引(※) (10,065) (10,065) ―
 

(※) デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目につ

いては( )で示しております。
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当事業年度(平成26年３月31日)

 
貸借対照表計上額

(千円)
時価
(千円)

差額
(千円)

(1) 現金及び預金 6,862,894 6,862,894 ―

(2) 投資有価証券 1,105 1,105 ―

(3) 長期性預金 132,000 132,020 20

資産計 6,995,999 6,996,020 20

(1) 短期借入金 68,000 68,000 ―

(2) リース債務 663,424 880,485 217,060

負債計 731,424 948,485 217,060

デリバティブ取引 ― ― ―
 

 

(注) １．長期借入金には１年内返済予定の長期借入金を含んでおり、リース債務は流動負債と固定負債のリース債務

を合算しております。

２．金融商品の時価の算定方法並びに有価証券およびデリバティブ取引に関する事項

資 産

(1) 現金及び預金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によってお

ります。

(2) 投資有価証券

これらの時価については、証券取引所の価額によっております。なお、取得原価と貸借対照表計上額と

の差額については、注記事項「有価証券関係」をご参照ください。

(3) 長期性預金

これらの時価については、元利金の合計額を新規に同様の預金に預け入れを行った場合に想定される利

率で割り引いた現在価値により算定しております。

負 債

(1) 短期借入金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によってお

ります。

(2) 長期借入金　(3)リース債務

これらの時価は、元利金の合計額を、新規に同様の借入またはリース取引を行った場合に想定される利

率で割り引いた現在価値により算定しております。

デリバティブ取引

注記事項「デリバティブ取引関係」をご参照ください。
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３．金銭債権の決算日後の償還予定額

 
前事業年度(平成25年３月31日)

 
１年以内
(千円)

１年超
５年以内
(千円)

５年超
10年以内
(千円)

10年超
(千円)

現金及び預金 290,536 ― ― ―

長期性預金 ― 800 ― ―

合計 290,536 800 ― ―
 

 

当事業年度(平成26年３月31日)

 
１年以内
(千円)

１年超
５年以内
(千円)

５年超
10年以内
(千円)

10年超
(千円)

現金及び預金 6,862,894 ― ― ―

長期性預金 ― 132,000 ― ―

合計 6,862,894 132,000 ― ―
 

 

４．長期借入金およびリース債務の返済予定額

 
前事業年度(平成25年３月31日)

 
１年以内
(千円)

１年超
２年以内
(千円)

２年超
３年以内
(千円)

３年超
４年以内
(千円)

４年超
５年以内
(千円)

５年超
(千円)

短期借入金 370,500 ― ― ― ― ―

長期借入金 198,527 190,652 190,652 190,652 182,777 489,226

リース債務 30,215 24,621 25,762 26,964 24,492 535,808

合計 599,242 215,273 216,414 217,616 207,269 1,025,034
 

 

当事業年度(平成26年３月31日)

 
１年以内
(千円)

１年超
２年以内
(千円)

２年超
３年以内
(千円)

３年超
４年以内
(千円)

４年超
５年以内
(千円)

５年超
(千円)

 

短期借入金 68,000 ― ― ― ― ―

リース債務 29,514 30,825 32,205 29,918 27,456 513,505

合計 97,514 30,825 32,205 29,918 27,456 513,505
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(有価証券関係)

１．その他有価証券

前事業年度(平成25年３月31日)

 

 種類
貸借対照表計上額

(千円)
取得原価
(千円)

差額
(千円)

貸借対照表計上額が
取得原価を超えるも
の

(1) 株式 1,080 429 651

(2) 債券    

 ① 国債・地方債等 ― ― ―

 ② 社債 ― ― ―

 ③ その他 ― ― ―

(3) その他 ― ― ―

小計 1,080 429 651

合計 1,080 429 651
 

 

当事業年度(平成26年３月31日)

 

 種類
貸借対照表計上額

(千円)
取得原価
(千円)

差額
(千円)

貸借対照表計上額が
取得原価を超えるも
の

(1) 株式 1,105 429 676

(2) 債券    

 ① 国債・地方債等 ― ― ―

 ② 社債 ― ― ―

 ③ その他 ― ― ―

(3) その他 ― ― ―

小計 1,105 429 676

合計 1,105 429 676
 

 

２．売却したその他有価証券

前事業年度(平成25年３月31日)

該当事項はありません。

 

当事業年度(平成26年３月31日)

　該当事項はありません。
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(デリバティブ取引関係)

１．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

金利関連

前事業年度(平成25年３月31日)

 

区分 取引の種類
契約額等
(千円)

契約額等の
うち１年超
(千円)

時価
(千円)

評価損益
(千円)

市場取引以外
の取引

金利スワップ取引     

 変動受取・固定支払 375,000 325,000 △10,065 △10,065
 

(注) 時価の算定方法

取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。

 

当事業年度(平成26年３月31日)

　該当事項はありません。

 

２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

金利関連

前事業年度(平成25年３月31日)

 

区分 取引の種類 主なヘッジ対象
契約額等
(千円)

契約額等の
うち１年超
(千円)

時価
(千円)

金利スワップ
の特例処理

金利スワップ取引     

 変動受取・固定支払 長期借入金 365,388 319,236 (注)
 

(注) 金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているた

め、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。

 

当事業年度(平成26年３月31日)

　該当事項はありません。

 

(退職給付関係)

前事業年度(自　平成24年４月１日　至　平成25年３月31日)

 
１．採用している退職給付制度の概要

当社は退職一時金制度を採用し、特定退職金共済制度に加入しております。

 

２．退職給付債務に関する事項

 

(1) 退職給付債務(千円) 46,942 

(2) 退職給付引当金(千円) 46,942 
 

 

３．退職給付費用に関する事項

 

退職給付費用(千円) 14,825

 (1) 勤務費用(千円) 13,485

 (2) 特定退職金共済掛金(千円) 1,339
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４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

退職給付債務の算定方法として、簡便法を採用しておりますので、割引率等については該当ありません。

 
当事業年度(自　平成25年４月１日　至　平成26年３月31日)

 

１．採用している退職給付制度の概要

当社は、従業員の退職給付に備えるため非積立型の確定給付制度（退職一時金制度）を採用し、特定退職金共済制

度に加入しております。

なお、当社が有する退職一時金制度は、簡便法により退職給付引当金及び退職給付費用を計算しております。

　

２．簡便法を適用した確定給付制度

(1) 簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表

退職給付引当金の期首残高 46,942 千円

退職給付費用 8,680  
退職給付の支払額 △8,838  

退職給付引当金の期末残高 46,785  
 

　

(2) 退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

退職一時金制度の退職給付債務 46,785 千円

貸借対照表に計上された負債と資産の純額 46,785  
   
退職給付引当金 46,785  
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 46,785  
 

　

(3) 退職給付費用

簡便法で計算した退職給付費用 7,596 千円

特定退職金共済掛金 1,084  
計 8,680  

 

 

３．確定拠出金制度

　当社の確定拠出金制度への拠出額は、1,084千円であり、退職給付費用として処理しております。

 
(ストック・オプション等関係)

前事業年度(自 平成24年４月１日 至 平成25年３月31日)

当事業年度において付与しておりませんので、該当事項はありません。

 

当事業年度(自 平成25年４月１日 至 平成26年３月31日)

当事業年度において付与しておりませんので、該当事項はありません。　
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(税効果会計関係)

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

 
前事業年度

(平成25年３月31日)

当事業年度

(平成26年３月31日)

 未払事業税 9,456千円 ―千円

 未払事業所税 1,547 1,443 

 賞与引当金 5,697 4,262 

 社会保険料 803 613 

 繰越欠損金 ― 68,893 

 その他 1,924 2,250 

繰延税金資産(流動)   合計 19,428 77,463 

     

 役員退職慰労引当金 3,386 3,826 

 出資金評価額 9,804 ― 

 減価償却超過額 44,497 46,847 

 修繕引当金 120,230 ― 

 退職給付引当金 20,044 16,824 

 減損損失 263,686 414 

 貸倒引当金 31,356 13,994 

 その他 435 1,171 

繰延税金資産(固定)   小計 493,442 83,078 

 評価性引当額 △54,327 △76,336 

繰延税金資産(固定)   合計 439,115 6,742 

     

繰延税金資産合計 458,543 84,206 

     

 未収事業税 ― △7,683 

繰延税金負債(流動)   合計 ― △7,683 

     

 その他有価証券評価差額金 △245 △239 

繰延税金負債(固定)   合計 △245 △239 

     

繰延税金負債合計 △245 △7,922 

     

繰延税金資産の純額 458,298 76,283 
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２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった

主要な項目別の内訳

 
前事業年度

(平成25年３月31日)

当事業年度

(平成26年３月31日)

法定実効税率 37.71％ 37.71％

(調整)     

 交際費等永久に損金に

 算入されない項目
0.09 0.08 

 住民税均等割 0.79 0.59 

 評価性引当金の増減 △62.64 2.37 

 留保金課税 3.54 ― 

 税率変更による期末繰延税金資産の

 減額修正
― 0.52 

 その他 0.05 0.53 

税効果会計適用後の法人税等の負担率 △20.46 41.81 
 

 

３．法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正

「所得税法等の一部を改正する法律」（平成26年法律第10号）が平成26年３月31日に公布され、平成26年４月１

日以後に開始する事業年度から復興特別法人税が課されないこととなりました。これに伴い、当事業年度の繰延税

金資産及び繰延税金負債の計算に使用した法定実効税率は、平成26年４月１日に開始する事業年度に解消が見込ま

れる一時差異について、前事業年度の37.71％から35.33％に変更されております。

その結果、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)が4,850千円減少し、当事業年度に計上され

た法人税等調整額が4,850千円増加しております。

 

(持分法損益等)

 

前事業年度
(自 平成24年４月１日
至 平成25年３月31日)

当事業年度
(自 平成25年４月１日
至 平成26年３月31日)

当社は関連会社を有していないため、該当事項はあり

ません。

当社は関連会社を有していないため、該当事項はあり

ません。
 

 

(企業結合等関係)

該当事項はありません。

 

(資産除去債務関係)

前事業年度（自　平成24年４月１日　至　平成25年３月31日）

　該当事項はありません。

 
当事業年度（自　平成25年４月１日　至　平成26年３月31日）

当社は、流動化した有料老人ホーム運営建物設備など賃貸借契約に基づき使用する建物等において、退去時に

おける原状回復義務を有しておりますが、原状回復義務の範囲の明確化が困難であり、資産除却債務を合理的に

見積ることができないことから計上しておりません。

 

EDINET提出書類

株式会社光ハイツ・ヴェラス(E05670)

有価証券報告書

53/65



 

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

Ⅰ 前事業年度(自 平成24年４月１日 至 平成25年３月31日)

   当社は、セグメントごとの区分をしていないため、記載を省略しております。

 

Ⅱ 当事業年度(自 平成25年４月１日 至 平成26年３月31日)

　 当社は、セグメントごとの区分をしていないため、記載を省略しております。

 

【関連情報】

前事業年度(自 平成24年４月１日 至 平成25年３月31日)

１．製品及びサービスごとの情報

単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略

しております。

２．地域ごとの情報

(1) 売上高

本邦以外の外部顧客への売上高がないため、該当事項はありません。

(2) 有形固定資産

本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。

３．主要な顧客ごとの情報

外部顧客への売上高のうち、損益計算書の売上高の10％以上を占める相手先がないため、記載はありませ

ん。

 

当事業年度(自 平成25年４月１日 至 平成26年３月31日)

１．製品及びサービスごとの情報

単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略

しております。

２．地域ごとの情報

(1) 売上高

本邦以外の外部顧客への売上高がないため、該当事項はありません。

(2) 有形固定資産

本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。

３．主要な顧客ごとの情報

外部顧客への売上高のうち、損益計算書の売上高の10％以上を占める相手先がないため、記載はありませ

ん。

 

【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

前事業年度(自 平成24年４月１日 至 平成25年３月31日)

該当事項はありません。

 

当事業年度(自 平成25年４月１日 至 平成26年３月31日)

該当事項はありません。　

 

【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

前事業年度(自 平成24年４月１日 至 平成25年３月31日)

当社は、セグメントごとの区分をしていないため、記載を省略しております。　

 

当事業年度(自 平成25年４月１日 至 平成26年３月31日)

当社は、セグメントごとの区分をしていないため、記載を省略しております。　

 

【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】
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前事業年度(自 平成24年４月１日 至 平成25年３月31日)

該当事項はありません。　

 

当事業年度(自 平成25年４月１日 至 平成26年３月31日)

該当事項はありません。　

 

【関連当事者情報】

前事業年度(自 平成24年４月１日 至 平成25年３月31日)

重要性が低いため記載を省略しております。

 

当事業年度(自 平成25年４月１日 至 平成26年３月31日)

重要性が低いため記載を省略しております。
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(１株当たり情報)

 

項目
前事業年度

(自 平成24年４月１日
至 平成25年３月31日)

当事業年度
(自 平成25年４月１日
至 平成26年３月31日)

１株当たり純資産額 1,106円14銭  1,354円40銭

１株当たり当期純利益金額 418円13銭  258円24銭

 

 なお、潜在株式調整後１株当たり
当期純利益金額については、潜在株
式が存在しないため、記載しており
ません。

 なお、潜在株式調整後１株当たり
当期純利益金額については、潜在株
式が存在しないため、記載しており
ません。

 

(注) 1. 平成25年10月１日付で普通株式１株につき100株の割合で株式分割を行っております。これに伴い前事業年

度の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、１株当たり純資産額および１株当たり当期純利益金額を算定

しております。

2. １株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 

項目 前事業年度 当事業年度

純資産の部の合計額(千円) 2,310,943 2,829,602

純資産の部から控除する金額(千円) ― ―

普通株式に係る期末の純資産額(千円) 2,310,943 2,829,602

１株当たり純資産額の算定に用いられた期末の
普通株式の数(株)

2,089,200 2,089,200
 

 

(注) 3. １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 

項目 前事業年度 当事業年度

１株当たり当期純利益金額   

 当期純利益(千円) 873,551 539,519

 普通株主に帰属しない金額(千円) ― ―

 普通株式に係る当期純利益(千円) 873,551 539,519

 期中平均株式数(株) 2,089,200 2,089,200
 

 

(重要な後発事象)

該当事項はありません。
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⑤ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類
当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価
償却累計額
または償却
累計額
(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末
残高
(千円)

有形固定資産        

 建物 10,054,661 169,242 10,054,661 169,242 1,004 1,004 168,238

 構築物 278,287 ― 253,517 24,770 6,260 491 18,509

 車両運搬具 9,479 ― 2,519 6,959 6,937 7 21

 工具、器具及び備品 468,262 6,514 ― 474,777 428,086 19,000 46,690

 土地 2,353,515 ― 2,353,202 313 ― ― 313

 リース資産 669,113 10,710 ― 679,823 160,492 28,996 519,330

 建設仮勘定 ― 3,294 ― 3,294 ― ― 3,294

有形固定資産計 13,833,318 189,761 12,663,900 1,359,180 602,782 49,499 756,397

無形固定資産        

 のれん ― ― ― 41,924 25,853 8,384 16,070

 ソフトウエア ― ― ― 85,684 85,413 236 270

 電話加入権 ― ― ― 3,525 ― ― 3,525

 施設利用権 ― ― ― 3,200 ― ― 3,200

 リース資産 ― ― ― 93,102 60,742 12,190 32,359

無形固定資産計 ― ― ― 227,436 172,009 20,811 55,426

長期前払費用 80,142 2,887 591 82,438 58,251 8,249 24,187
 

(注) １ 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

建物 光ハイツ・ヴェラス石山　スプリンクラー設備整備 158,760千円
 

 
２ 当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。

建物
光ハイツ・ヴェラス石山・月寒公園・藤野・琴似・　
真駒内公園・山の手　建物売却

10,054,661千円

構築物
光ハイツ・ヴェラス石山・月寒公園・藤野・琴似・　
真駒内公園・山の手　構築物売却

253,517 〃

土地
光ハイツ・ヴェラス石山・月寒公園・藤野・琴似・　
真駒内公園・山の手　土地売却

2,353,202 〃
 

 
３ 無形固定資産の金額が資産の総額の１％以下であるため、「当期首残高」、「当期増加額」及び「当期減少

額」の記載を省略しております。
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【借入金等明細表】

 

区分
当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

平均利率
(％)

返済期限

短期借入金 370,500 68,000 1.50 ―

１年以内に返済予定の長期借入金 198,527 ― ― ―

１年以内に返済予定のリース債務 30,215 29,514 5.52 ―

長期借入金(１年以内に返済予定
のものを除く。)

1,243,959 ― ― ―

リース債務(１年以内に返済予定
のものを除く。)

637,649 633,910 5.52 平成27年～46年

合計 2,480,851 731,424 ― ―
 

(注) １ 「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

２ リース債務の平均利率については、期末リース債務残高に対する加重平均利率を記載しております。

３ リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後５年間の返済予定額は以下のとおりであ

ります。
 

区分
１年超２年以内

(千円)
２年超３年以内

(千円)
３年超４年以内

(千円)
４年超５年以内

(千円)

リース債務 30,825 32,205 29,918 27,456
 

 

【引当金明細表】

 

区分
当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(目的使用)
(千円)

当期減少額
(その他)
(千円)

当期末残高
(千円)

貸倒引当金 159,966 ― 120,357 ― 39,609

賞与引当金 15,109 12,065 15,109 ― 12,065

修繕引当金 318,829 ― ― 318,829 ―

役員退職慰労引当金 8,979 2,625 774 ― 10,831
 

（注）修繕引当金の「当期減少額（その他）」欄の金額は、施設流動化に伴う減少であります。

 

【資産除去債務明細表】

該当事項はありません。
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(2) 【主な資産及び負債の内容】

①  資産の部

ａ  現金及び預金

 

区分 金額(千円)

現金 3,823

預金  

 普通預金 2,087,146

　定期預金 135,000

　別段預金 46

 拘束性預金 4,636,877

預金計 6,859,070

合計 6,862,894
 

 

ｂ 営業未収入金

イ  相手先別内訳

 

相手先 金額(千円)

北海道国民健康保険団体連合会 164,408

入居者 153,660

計 318,069
 

 

ロ 営業未収入金の発生および回収並びに滞留状況

 

当期首残高(千円)
 

(Ａ)

当期発生高(千円)
 

(Ｂ)

当期回収高(千円)
 

(Ｃ)

当期末残高(千円)
 

(Ｄ)

回収率(％)
 

(Ｃ)
×100

(Ａ)＋(Ｂ)
 

滞留期間(日)
(Ａ)＋(Ｄ)

２
(Ｂ)
365

 

303,978 2,750,856 2,736,765 318,069 89.6 41
 

(注)  消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記金額には消費税等が含まれております。

 

ｃ 商品

 

区分 金額(千円)

売店販売日用品等 1,373

計 1,373
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ｄ 貯蔵品

 

区分 金額(千円)

パンフレット等 81

計 81
 

 

②  負債の部

ａ 入居金預り金

 

相手先 金額(千円)

入居者 727,730

計 727,730
 

 

ｂ 長期入居金預り金

 

相手先 金額(千円)

入居者 3,373,133

計 3,373,133
 

 

(3) 【その他】

当事業年度における四半期情報等

 

(累計期間) 第１四半期 第２四半期 第３四半期 当事業年度

売上高 (千円) 825,575 1,628,512 2,456,025 3,263,218

税引前四半期(当期)
純利益金額

(千円) 596,514 706,669 814,252 927,120

四半期(当期)純利益
金額

(千円) 173,855 288,799 380,348 539,519

１株当たり四半期
(当期)純利益金額

(円) 83.22 138.23 182.05 258.24
 

 

(会計期間) 第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

１株当たり
四半期純利益金額

(円) 83.22 55.02 43.82 76.19
 

（注）当社は平成25年10月１日付で普通株式１株につき100株の割合で株式分割を行っております。これに伴い当該株

式分割が当事業年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、（累計期間）１株当たり四半期（当期）純利

益金額および（会計期間）１株当たり四半期純利益金額を算定しております。
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第６ 【提出会社の株式事務の概要】

 

事業年度 ４月１日から３月31日まで

定時株主総会 ６月中

基準日 ３月31日

剰余金の配当の基準日
９月30日
３月31日

１単元の株式数 100株

単元未満株式の買取り  

   取扱場所
（特別口座）
東京都千代田区丸の内１丁目４番５号　三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社　証券代行部

   株主名簿管理人
（特別口座）
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社

   取次所 ―

   買取手数料 無料

公告掲載方法
電子公告の方法により行います。但し、電子公告によることができない事故その他の
やむを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に掲載して行います。
公告掲載URL(http://www.aspir.co.jp/koukoku/m048/m048.html)

株主に対する特典 該当事項はありません。
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第７ 【提出会社の参考情報】

 

１ 【提出会社の親会社等の情報】

当社には、金融商品取引法第24条の７第１項に規定する親会社等はありません。

 

２ 【その他の参考情報】

当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。

(1) 有価証券報告書およびその添付書類ならびに確認書

事業年度(第27期)(自 平成24年４月１日 至 平成25年３月31日)平成25年６月28日北海道財務局長に提出

(2) 内部統制報告書およびその添付書類

平成25年６月28日北海道財務局長に提出

(3) 四半期報告書及び確認書

(第28期第１四半期) (自 平成25年４月１日 至 平成25年６月30日)平成25年８月13日北海道財務局長に提出

(第28期第２四半期) (自 平成25年７月１日 至 平成25年９月30日)平成25年11月14日北海道財務局長に提出

(第28期第３四半期) (自 平成25年10月１日 至 平成25年12月31日)平成26年２月13日北海道財務局長に提出

(4) 臨時報告書

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２(株主総会における議決権行使の結果)に基づく臨時報

告書

平成25年７月１日北海道財務局長に提出

(5) 有価証券報告書の訂正報告書及び確認書

事業年度　第27期(自 平成24年４月１日 至 平成25年３月31日)平成25年８月21日北海道財務局長に提出

事業年度　第26期(自 平成23年４月１日 至 平成24年３月31日)平成25年８月30日北海道財務局長に提出
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

 

該当事項はありません。
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独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
 

 

 

平成26年６月27日

株式会社 光ハイツ・ヴェラス

取締役会  御中

 

監査法人 銀 河
 

 

代表社員

業務執行社員
 公認会計士   川   上   洋   司   ㊞

 

 

代表社員

業務執行社員
 公認会計士   木   下         均   ㊞

 

 

＜財務諸表監査＞

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

いる株式会社光ハイツ・ヴェラスの平成25年４月１日から平成26年３月31日までの第28期事業年度の財務諸表、すなわ

ち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、キャッシュ・フロー計算書、重要な会計方針、その他の注記及

び附属明細表について監査を行った。

 

財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表

示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営

者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明すること

にある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準

は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、

これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監

査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。

財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の

実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検

討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も

含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査意見

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会

社光ハイツ・ヴェラスの平成26年３月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する事業年度の経営成績及びキャッ

シュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
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＜内部統制監査＞

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第２項の規定に基づく監査証明を行うため、株式会社光ハイツ・ヴェラス

の平成26年３月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。

 

内部統制報告書に対する経営者の責任

経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告

に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。

なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があ

る。

 

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した内部統制監査に基づいて、独立の立場から内部統制報告書に対する意見

を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の

基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準は、当監査法人に内部統制報告書に重要

な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき内部統制監査を実施

することを求めている。

内部統制監査においては、内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手する

ための手続が実施される。内部統制監査の監査手続は、当監査法人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重

要性に基づいて選択及び適用される。また、内部統制監査には、財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評

価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査意見

当監査法人は、株式会社光ハイツ・ヴェラスが平成26年３月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示

した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準

拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以  上
　

 

(注) １．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出

会社)が別途保管しております。

２．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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